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● １９９９年９月定例府議会は、９月２８日から本会議質問が始まりました。日本共産

党京都府会議員団は、代表質問に岩田たかお府議が、一般質問に、三双順子、こうさか愛

子、太田かつすけの三府議が立ちました。岩田、三双、こうさか府議の質問と答弁、他会

派の質問と答弁の大要をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

岩田たかお（日本共産党、中京区）９９、９、２８ 

 

深刻な雇用情勢。解雇規制、必要な仕事づくりで京都府は積極的な役割を 
日本共産党の岩田隆夫です。私は、日本共産党議員団を代表して、緊急の不況雇用対策

をはじめ、通告しました課題について、知事ならびに関係理事者に質問します。 

まず、雇用を守る問題です。今、政府は「景気は底を打った」などという楽観的な見方

を流していますが、消費も落ち込み、雇用不安におびえている国民生活の実態とは遠くか

け離れています。特に京都の有効求人倍率は、０．４２倍と全国平均を大きく下回ってい

ます。来春卒業予定の高校生の就職も大変です。府下の高校卒業生の有効求人倍率は、９

７年に１．６８だったものが今年は０．９２と急落、実際には７割程度しか就職できない

と見られています。「直前に採用取消、理由は明確に言わず」「夏休み中も担当者は就職

探し、こんなことははじめて」と就職の確保に学校現場は大変な苦労をしています。 

今日の深刻な不況を招いたのは、バブル経済を作りそれを破綻させた財界と、９７年に消

費税率を引き上げ、医療費の負担を増やし、国民の購買力を奪った政府自身にあることは

明確です。その上、景気対策の名のもと、ゼネコン奉仕型の公共事業の積み増しを続け、

そのつけを国民にまわし、消費不況にいっそう拍車をかけています。さらに、先の国会で

成立した「産業再生法」は、設備廃棄・リストラをやれば、税金をまけてやるという、首

切りリストラ推進法であり、雇用危機をいっそう深刻にするものです。雇用を守るべき時

に政府がとった対策はまったく逆行したもので、許し難いものです。 

いま雇用を守るためには３つのことが必要です。第一は労働時間の短縮です。特にサー
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ビス残業をなくすことが必要です。労働基準法違反のサービス残業をゼロにするだけで９

０万人の雇用創出ができます。府の「研修情報」８月号でも紹介されていますが、フラン

スでは、週３５時間労働法が昨年成立して以後、失業者が減り、消費も上昇しています。

第２は解雇・リストラを規制することです。すでにヨーロッパでは、ＥＵが「大量解雇に

関する指令」を出し、３００人以上の企業で３０人以上の解雇は出来ないルールが作られ

ています。大企業が好き勝手に解雇することを規制する、こうした当たり前のルールを守

らせることが必要です。第３は福祉・教育・防災などの国民生活の分野での雇用の拡大が

必要です。住民の要求にこたえ、国、自治体が積極的に雇用を作ることが必要なのです。 

知事は、６月議会の答弁で、府下の企業のリストラ、合理化に対し「企業の経営にかか

わることであり困難だが、現行制度の活用で適切な指導を行う」と答弁されましたが、現

行法では、解雇されたあとの再就職の対策にすぎません。その後、府内の事態はいっそう

深刻です。例えば日新電機では勤続５年以上の労働者の希望退職を実施、中高年齢だけで

なく、全ての労働者を対象にしたリストラの強行がされています。また、８月に、京都総

評が七条職安前で行ったアンケートの回答者は、４０代、５０代という家庭の大黒柱が実

に４７．６％を占めていました。事前に計画をつかみ、規制することなしにリストラ合理

化にストップはかけられません。これ以上京都経済の落ち込みを防ぐためにも、解雇規制

の「条例」や「要綱」を作り、企業のリストラや工場閉鎖などの規制につながる対策が緊

急に必要です。いかがですか。 

次に、緊急地域雇用特別交付金についてお聞きします。今回の事業には、不況に苦しむ

友禅や西陣の労働組合はじめ、京都総評など、様々な団体とともに市町村からも、介護や

環境問題など切実な要求の実現のため、雇用を拡大してほしいとの声が寄せられ、市町村

と府の各部局を合わせると２００億円以上の要望が出されたと聞いています。具体的には、

どのような要望が出されたのかお聞かせください。 

例えば、西陣公共職業安定所の有効求人倍率は０．３５と大幅に京都の平均を下回り、

西陣の求職者の総数は２万人を越え、今回の６千人の雇用創出事業だけでは足りないこと

は明らかです。今回の事業の総額は４２億円ですが、そのような規模で、府民の切実な要

望にこたえる対策が実行できません。緊急地域雇用特別交付金制度の枠にとどまらず、府

がさらに規模や期間を広げ、あらゆる分野での直接雇用につながる対策をとることが必要

です。同時に、今回の事業の活用でも、緊急で切実な事業に積極的に活用することが必要

です。例えば、和装業界でも、高校での伝統産業の実技講師や着付けの教室の講師派遣、

和装産品の各分野での活用とその委託など、様々な工夫で雇用の確保はできるはずです。

積極的な答弁を求めます。 

また、府下には、野田川町など不況対策本部を設け、進んだ雇用対策に取り組んでいる

自治体もありますが、最大の自治体である京都市には、雇用問題の窓口がありません。こ

の緊急地域雇用特別交付金の交付の機会に府下の全自治体に雇用対策本部や窓口を作るよ

うあわせて指導すべきです。いかがですか。 

 次に、政府が１０月から雇用維持に一定の役割を果たしている雇用調整助成金制度を見

直し、長期不況におちいっている西陣や友禅などの「特定雇用調整業種」を助成対象から

外そうとしていることについてお聞きします。このねらいは、産業構造改善、リストラに

ほかありません。成長産業へ人材の移動を促すとして、助成を断ち切ろうとしています。

雇用対策と全く逆さまのことをやろうとしているのです。これが強行されれば、更に失業

者は増加し、京都の経済にとっても重大な打撃を与えます。知事は政府に対し、見直しの

中止を申し入れ、中止させるべきではないでしょうか。いかがですか。 
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【知事】 雇用対策についてでありますが、京都府におきましてはきびしい財政状況の中

ではございますが、本年度の当初予算におきましても緊急雇用創出事業をはじめ総額２千

億円を越える不況雇用対策関連予算を計上いたしまして精一杯取り組んでいるところでご

ざいます。これに加えまして、今回の緊急雇用特別対策事業を最大限に活用することによ

りさらに雇用就業機会の創出をはかってまいりたいと考えております。この事業につきま

しては、府と市町村とで事業の検討を行ってまいりましたが、その主なものといたしまし

ては、道路・河川・公園等の環境美化、森林の整備、埋蔵文化財の整理、情報教育アドバ

イザーの設置などがございます。また、京都の地域特性を踏まえ、伝統産業にも十分配慮

しながら、事業を実施することといたしております。市町村における不況雇用対策にかか

る組織の設置につきましては、各市町村が自らの判断により、それぞれの事情にあった不

況雇用対策に取り組んでおられるものと考えております。 また、企業の雇用調整は本来的

には、企業の経営にかかわる問題でございまして、ＥＵの件をおっしゃいましたが、私は

その通りかどうかはあとで調べてみますけれど、おそらく行政権限で規制することは、共

産主義ではない自由市場経済のもとでは、自ずから限界があるだろうと存じております。 

 また、日本におきましては、この問題につきましては、雇用対策法の中の２１条ではっ

きりと届け出の条件は書いてございますが、それを止めさせるという権限は与えておりま

せんので、それ以上の条例を作りましたら恐らく条例と法律との関係で条例が成立しない

といいますか、効果を発揮しないと、こういう問題になるであろうというふうに存じます

し、また仮に、その条例を作りまして、京都だけがそういうリストラ解雇等を制限いたし

ましたら、恐らくその企業はもう経営が成り立たないということで、企業はその土地に縛

りつけておくわけにはいきませんので、おそらく、よその府県に流出されるであろうと、

こういうふうに想像いたします。そうなりましたら、今以上に雇用の場がなくなる、ある

いは法人事業税等の大きな税収がなくなるということで、なおいっそう不況に拍車をかけ

るということになると思いまして、私は悪循環であろうというふうに存じておるわけでご

ざいます。現行制度の活用によりまして、事業所の的確な対応を期待いたすものでござい

ます。 

 さらに、雇用調整助成金につきましては、今回国において、一時的な不況への対応に重

点化するために対象業種等の見直しが行われたところでございます。西陣織、友禅等の業

種につきましては、指定期間内は引き続き助成金が給付されるなどの経過措置が講じられ

る事となっているところでございます。京都府といたしましては、安心して働ける社会作

りを推進する観点から、国に対しまして、これらの業種について、今後とも充分な雇用対

策が講じられるよう要望を行っているところでございます。 

【岩田再質問】 

  ご答弁をいただきましたが、何点かにわたって指摘と要望をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、大変きびしい不況の中での雇用の確保の問題でありますが、知事は企業の責任にお

いて的確に対応されるというふうにおっしゃいましたが、さんざん使ってきた労働者を、

会社がつぶれるからということで、勝手にいきなり首を切る、これが問題なのであります。 

 また、解雇規制条例を制定するなど、行政の責任で企業グループに対して事前にきちん

と通告させることも可能であります。先ほども紹介しましたように、ヨーロッパですと、

週に労働時間を５時間減らすだけで６０万人の新しい雇用を作っていますように、京都で

も特に問題になっております不当な残業をやめるだけでも、十分な雇用が生まれてまいり

ます。サービス残業をなくすことを含めて、企業に対して、社会的責任を負う、労働者に

対して不当な解雇が行われないように、知事がきちんとしたスタンスに立つことが必要で
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あります。このことを強く要望しておきます。 

 

伝統・地場産業振興の抜本対策を！ 

業界の実態調査の実施と、役に立つ中小企業融資への改善ただちに 
【岩田】 

つぎに中小企業と伝統産業の問題をお聞きします。 

府内の８月の負債一千万以上の企業倒産は、４２件、負債で２７８億円と８月としては

過去最悪を記録しました。中身を見ますと、室町の帯地卸の大手問屋や府内最大の電気工

事業など大型倒産が相次ぐとともに、地場の中堅企業や繊維産業、特に和装産業の倒産が

目立ちます。 繊維関連は、４ヶ月連続で倒産の最多業種になっており、民間機関の景気動

向調査では、和装繊維は、いっそうの業況悪化が予想され、西陣や友禅、丹後などの産地

では、信用不安が広がり、産地が崩壊しかねないような危機に直面しています。 

  私は、この間、不況で苦しむ丹後や西陣、友禅で働く方々とお会いし、その深刻な実態

と切実な願いをお聞きしました。丹後の若い織物業者は「子供二人を抱えているのに、帯

を織っていても月に７～８万円にしかならない。マイクロバスの運転手をしている。続け

たくても、織物だけでまともな賃金はでない。」と言われ、ちりめん業者からは、時間給に

すると２００円、最低賃金の３分の１にしかならないという話も聞きました。関連業種の

倒産が続く中で「つぎはどこが倒れるのか」と息を潜めて見ているという話も聞きました。

まさに、地域経済が壊滅的な打撃を受けています。室町や友禅では、７月の丸十小泉の倒

産で数百社に影響が及び、零細な下請け染工場では仕事も賃金もストップし、多くの労働

者や業者の方が不安な日々を送っています。 西陣では、著名な高級手織り帯の織屋さんが

会社を清算、３０年以上の優れた経験と技術を持った伝統工芸士が何人も職を失ったまま

です。働きたくても働けない、何十年にわたって鍛え上げられてきた技術の持ち主が絶え

ていこうとしています。伝統和装産業、地場産業は今、死活の危機に瀕しています。今こ

そ、中小企業、地場産業の振興策を抜本的に強化するとともに、働く人たちの雇用と生活

を支える緊急対策が必要です。 

景気を回復するためには、国民負担の軽減を図り、消費の意欲を高めることが何よりも

必要です。ところが、政府と自自公勢力は、不況克服と全く反対の方向を打ち出していま

す。小渕首相や公明党の神崎代表は、不況に追い討ちをかける「消費税の増税」の方向を

明言し、秋の臨時国会には市場競争を促進し大企業の横暴に手をつけず、日本の経済を支

えてきた中小企業を整理、淘汰に追いやる「中小企業基本法」の改悪を準備しています。

また、知事も政府に要望して、財源の安定的確保を名目に中小企業つぶしにつながる外形

標準課税の導入も企てられています。数を頼みに悪政を強行しようとする勢力に強い怒り

を覚えるものです。 

わが党議員団は「和装産業をはじめ伝統地場産業の振興条例」など中小企業や伝統地場

産業を守る提案を行い、この間対話を積み重ねてきましたが、急いで強化しなければなら

ない諸点について質問と提案を行い、その実行を知事に強く求めるものです。 

 

第一は、伝統産業、地場産業の緊急調査、実態の把握です。知事は６月議会のわが党の

質問に「関係業界の意見をキメ細かく聞き、実態把握に努めている」と答弁されましたが、

例えば、この間相次いでいる倒産の影響などを、末端の実態を含めてつかまずして適切な

対策は打てません。丹後の自治体などで、きめ細かい不況対策が進んでいるのは、業界ま
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かせではなく行政が自ら調査を進めているからです。孫受けや賃機業者の実態をつかみ、

毎日みんなが息を潜めて一日を送っている思いや願いをつかみ、本当に効果のある対策を

進めるために、ただちに大規模な実態調査を進めることを強く求めるものです。 

 

第２は、不況対策とくに金融対策です。今、不況に苦しむ中小企業の弱みにつけこみ、

暴利をむさぼり苦しめて問題になっているのが伊吹文明衆議院議員に政治献金している日

栄などの商工ローンです。その商工ローンの広がりの要因に、大手金融機関の貸し渋りと

「サラ金や商工ローンに手を出していたなら貸さない」という京都府の対応と信用保証協

会の融資姿勢があります。また、昨年の中小企業への銀行貸出が２年連続で大きく減少し

ていることが明らかになりましたが大手銀行による貸し渋りや融資の回収は依然として横

行しており、中小業者を苦しめています。 

まず、信用保証協会の融資についてですが、中小業者の立場に立ち、多重債務の解消の

ための融資も認めるべきではないでしょうか。いま、中小企業、業者はわらをもつかむ思

いで、高利にも手を出しているのです。既存の融資の借り換え、低利への一本化の要望に

こたえるべきではないでしょうか。また、商工ローンに対し、貸金業規制法に違反する威

嚇的取りたて、過剰貸し付けの是正などの厳しい指導を求めるものです。いかがですか。

さらに金融対策として、昨年実施された中小企業緊急融資の返済の猶予も強く要望します。

いかがですか。 

【知事】 和装伝統産業についてでありますが、これまでも何度もお答えいたしておりま

すとおり、京都市や西陣織工業組合と共同で、定期的に西陣機業調査事などを実施すると

ともに、関係業界のみなさまがたのご意見を充分にお聞きして、施策を進めているところ

でございます。今回の４２億円余の緊急雇用特別対策事業におきましても、中央に京都の

産業の雇用関係の特性を充分に説明いたしまして、伝統産業京の職人さん雇用創出事業と

いうものを認めさせたりして、それなりの努力をしているわけでございます。金融対策に

ついててでありますが、京都信用保証協会におきましては、昨年１０月から実施されてい

る国の貸し渋り特別保証制度の規定などにそいましていわゆるネガティブリストに該当し

なければ、商工ローンなど高利の借り入れがありましても、経営改善が見込める場合には、

保証を行うとともに必要に応じて、返済猶予措置を行うなど適切な対応がはかられている

ところでございます。 

 また、一昨年９月から実施されている京都府独自の施策として、構造不況に苦しむ和装

業界等に対する借り換え融資を実施するなど必要な措置を講じているところであります。

なお、これまでもお答えしておりますとおり、京都府と京都市が実施しております不況業

種を対象とした無担保や無担保無保証人融資の実績は、人口事業所などでその数が京都府

の約五倍であります東京都の実額をも上回って、全国一になっているということで、京都

府や京都信用保証協会が一生懸命、緊急金融対策に取り組んでることも充分ご理解いただ

きたいと存じます。貸金業者の業務の適正化につきましては、これまでから貸金業規制法

にもとづく立入り検査等を通じまして指導を行っておりますが、更に先般社団法人京都府

貸金業協会および京都府所管の８１１業者に対しまして過剰貸付の禁止、取りたて行為の

規制などについて指導を行ったところでございます。 

【岩田再質問】 

 知事はこれまでも十分やってきているというふうにおっしゃっていました。くどいよう

ですけれども、京都は西陣・友禅・丹後を含めまして、日本全国の着物の６割以上の生産

を受け持っている文字どおりの着物のメッカであります。京都の知事は、日本の着物を守

る立場に否応無しに立たされているわけです。６ヶ月前の予算議会のときにも、私はこの
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場から申し上げましたが、京都府が行っている和装振興の予算はなんぼ足してみても

8,000 万円を越えないんですよ。京都の中小企業の中でも非常に重要な位置を占めている

和装産業に対して、あまりにも位置づけと予算の額が少なすぎるんだということを申し上

げました。今回、和装振興財団への基金を組まれましたが、それはそれで大事です。しか

し、その利息ということになりますと、500 万になるかならん程度であります。調査につ

いてもやっているとおっしゃいますが、業界の方々がみんなおっしゃるのは「国も京都府

も和装業界を見限っている、わしらそう思うているんだ」とおっしゃるんですよ。 

京都府の職員が現場に出向いて、本当に親身にひざを突きあわせて業界の皆さん方と相

談して対策を講ずるという事が大事だと思います。今、本当に大変な事態になっているわ

けですから、現場をきちんと調査して掌握をしていただく、そして、本当に効果のある対

策を打っていただきたい、このことを強く要望するものであります。 

授業料減免、通学費補助、私学助成など、保護者の教育費負担の抜本的軽減を 
【岩田】 

 不況が子どもたちの教育、生活に与えている影響も依然として、深刻です。 

  失業でタクシー運転手になったが給料が半分になり、いつまで学費が出してやれるかと

毎日悩む親、スーパーのせいで売り上げのない日もあり「一番頭の痛いのは子どもの学費

です」「子どもには肩身の狭い思いはさせたくない」と悩んでいる親。私学では、学費が

払え、ず、中退する生徒が出ているのです。公立高校でも、制服一式６万～７万、体操服

の購入など入学時には１０万～１５万円は必要です。その他、研修旅行の積み立てや実習

教材費、行事費、クラブ費などなど含めると２０万円をはるかに超えます。不況の中で、

親の苦労・努力にも限界があります。 

  そこで、教育長におたずねします。 

 かねてから、わが党議員団が求めてきたように、教育費にかかる保護者負担の思い切っ

た軽減をはかることが緊急に求められています。 

  府立高校の授業料減免制度でいえば、本来なら、長く不況が続き、失業者が増えている

時ですから、申請も減免も増えるのが当然だと思いますが平成９年までの承認数は横ばい

です。この減免制度が、正しく機能しているとは考えられません。実際には対象範囲を機

械的に扱い、予算枠に合わせているのではありませんか？「教育上特に必要と認められる」

という判断基準を、こうした、きびしい不況のときこそ有効に生かして、前年度は所得が

あっても、リストラで首を切られた世帯などにこそ、この基準を役立てて救済すべきと考

えます。制度の周知徹底と手続きに当たって真に教育的運用がはかられるように、各校長

に制度の主旨徹底をはかるように求めます。また、必要となった時点から、即、減免され

るよう、制度の改善が必要です。お答えください。 

 通学費補助についても、府教委は全国的に数少ない制度だからといって改善を拒否して

いますが、これは蜷川府政が小学区制のもとでも全国に先駆けて設けたものです。それを

度重なる高校教育制度の「改革」で、今日のような広域通学を余儀なくしたのは、府教委

です。２万５千円の定期代ですと、対象は５０００円、補助は、その半分の２５００円、

たった１０分の１の補助です。１５キロ以上、１ヶ月２万円以上という通学距離、足切り

額をせめて１０キロ以上、１万円以上にするなどの大幅緩和がどうしても必要です。 

私学助成についても、文部省が来年度から学費納入が困難になった生徒に、臨時補助をす

ると決めたようですから助成金の大幅増額とともに、学費納入が困難な生徒への実効ある

助成措置を抜本的に拡充することが必要です。さる７月、知事あてに１０７万名もの署名

を添えて「要望書」が提出されましたが、この父母らの強い願いに応えるべきだと思いま
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す、いかがですか。 

【知事】 高等学校の通学費補助についてでありますが、この制度は過疎地域等に居住す

る生徒の就学を保証する観点から通学に要する経費の保護者負担の軽減をはかるために実

施する制度でございますが、現行制度は全国的に見ましても、京都府を含め６府県のみで

実施されているところでございます。財政状況がきびしい中ではございますが、この制度

の主旨を生かした運用に今後ともつとめてまいりたいと考えております。 

 また、学費納入が困難な私立高校の生徒に対する助成措置についてでありますが、この

制度は京都府が全国に先駆けて行ったものでございまして、国においてはこうした京都府

の取り組みも参考にして、現在都道府県の授業料減免措置に対する助成策を検討されてい

ると聞いております。京都府の迅速な対応が模範になったわけでございまして、この点を

自負しておりますが、こういう時には共産党さんも素直に誉めて激励していただければ大

変ありがたいと、こういうふうに思っております。京都府といたしましては、このような

国の動向及び各私立高校における授業料の減免措置の申請状況を見極めながら、今後の私

学助成の対応について考えてまいりたいと存じております。 

【教育長】 府立高校の授業料減免制度は、これまでから保護者の家計状況の急変を含む

経済的な理由により就学が困難な生徒に対しては減免措置を講じている。平成１０年度約

７％、平成１１年度の対前年１学期比較では約１２％増加している。 

それぞれの学校では、新入生への入学説明会、保護者への文書連絡、さらには個別の相

談など木目細かく制度の周知をはかっている年度当初の申請以降は随時に受け付け、必要

な審査を行ない、減免の承認を行っている。今後とも生徒の就学保証のため、適正に運用

につとめる。 

 

大型店凍結宣言で、営業と府民の生活を守れ 
【岩田】 

次に、大型店の問題です。今年の予算特別委員会で私どもは、京都には、もうこれ以上、

大型店は要らないと知事が表明することが必要であり、ぜひ「大型店凍結宣言を」と求め

ましたが、あなたは、京都府の大店審での売場面積の削減率が、他より高いのは、「地元の

事情を説明して折衝した結果だ」と自慢し拒否しました。しかし、削減率が高いのは、商

店の方々を中心とした府民の反対運動の高揚の結果であり、府内の大型店が飽和状態だと

いうことを証明するものです。また、それはビブレやライフのように、削られることを前

提に、予め売場面積を広く申請する、開店するとすぐさま増床申請する、行政をなめた出

店計画の悪質さの証明でもあります。 

調整の結果、２万平米で開店したジャスコ久御山店と、周辺大型店の激しい営業活動に

より、多くの府民が働く府南部の中小小売商店は存亡の危機に立たされています。また、

大型スーパーの殴り込みで被害を受けるのは商店街のみならず、先発の大型店も閉店に追

い込みます。伏見区では大手の「西友」が撤退しました。商店街がやられたあとの町では、

例えば、お年寄りが豆腐一丁を買うために、バスに乗って、地下の食料品売り場へエスカ

レーターで降りなければ、買い物ができなくなります。お年寄りだけにとどまらず、町中

の人たちの生活が狂わされてしまう。くらしが成り立たなくなり、まちが成り立たなくな

ってしまうのです。こんな事態にもあなたは黙っているのですか。そして、その後も、島

津五条工場跡地に５万平方メートルのジャスコや、三菱自動車工業京都製作所跡地にうわ

さされるイトーヨーカ堂など、来年６月の大店三法の施行までの駆け込みも含む出店計画
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が相次いでいます。 

そこでお聞きします。これ以上の大型店の出店をやめさせるため、京都府として来年６

月に廃止されようとしている「大店法」の存続・強化を政府に求めるべきです。あわせて、

知事の「大型店凍結宣言」を、改めて求めます。知事の決意をお聞かせください。 

 

【知事】  大型店問題についてでありますが 、大店法にかわり来年六月から施行される

大規模小売店舗立地法のもとにおきましても、庁内に設置いたしました京都府街づくり推

進連絡協議会を活用いたしまして、市町村と十分連携しながら商店街などの振興とまちづ

くりの調和を図ってまいりたいと考えております。なお、ご承知の上でいっておられると

は思いますが、大規模小売店舗立地法におきましては京都市内の調整は京都市長の権限に

なっております。しかしながら京都府といたしましても都市部からの工場流出等の問題に

ついて制度的な立地規制の緩和など国に要望すべきことは、京都市とも強く連携して要望

してまいりたいと存じております。 

 

あらたな減反押し付けの中止と実効ある中山間地農業支援に積極的な対応を

有害鳥獣対策の強化を、一刻も早く 
【岩田】 

次に農業問題です。わが党議員団は６月議会で、新農業基本法が食料自給率の引き上げ

目標も明記せず、国民的課題となっている「食料の安定確保」を、輸入依存前提とし、「市

場原理」万能論で農産物価格支持制度を全面解体するものであり、農家の経営を守ること

も、食料の安定確保をはかることもできないことを指摘し、知事の見解をただしました。

知事は、「国内の農業生産の増大を図ることを基本としており、食糧自給率の向上をはかる

農政」と高く評価されました。しかし今、その具体化が進む中で、知事のこの認識の誤り

は、早くも露呈しつつあります。 

政府はこの７月、２０００年度からの新たな減反方針「水田を中心にした土地利用型農

業の活性化の基本方向」を決定しました。それは、コメの生産調整を全面的に農家の負担・

責任で行わせ、豊作のときは生産計画を上廻った過剰分は一俵６００円から１２００円で

飼料用にまわさせようというものです。しかも今年から前倒しでやろうというのです。 

農家の間では「コメ一俵ラーメン一杯、６００円とはなにごとか。」「国はもうコメを作

るなというのか。」との怒りが巻きおこっています。「新農基法」のもとでのこの事態、知

事の評価の誤りは明らかです。 

国民の主食であるコメの需給は政府の責任です。その責任を放棄し、全て農家に押しつ

ける新たな減反方針の撤回、コメ過剰、米価下落の最大の原因であるミニマムアクセス米

輸入のストップ、安定的な備蓄体制と米価下支え制度の確立を政府に強く要求すべきであ

りますが、いかがですか、お答えください。 

また、「中山間地等への直接支払制度」についても、知事は「京都府の対策が大いに参考

にされた。」と自賛され、対象がごく限られている府の対策を、困難な地域で営々とがんば

っている中山間地全体にひろげるよう改善を求める私どもの提案を拒否されました。 

しかし、国の同制度検討会の報告では、緩傾斜地や、高齢化率及び耕作放棄率の高い農

地、その他社会的、経済的条件の不利な地域の指定を市町村長、知事の裁量にゆだねると
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しており、この制度の具体化にあたっての府の役割は誠に大きいものがあります。中山間

地が大半を占める京都の農業、農村を守るために、知事の積極的な姿勢を強く求めるもの

であります。 

具体的に３点伺います。 

先ず財源ですが、農水省は地方の負担は当然として、総額７００億円のうち国負担分３

３０億円を概算要求していますが、農地の荒廃を防ぎ、国土の保全、治水など多面的機能

の保持を目的とするこの制度の実施について、国が全面的に責任を持ち全額を負担すべき

であります。国に増額を要求すると共に市町村負担の軽減に府として最大限の努力を行う

べきであります。知事の見解を伺います。 

また、地域振興五法に指定されていない京都市北部地域や府南部、山城地域の対策、生

産不利条件を傾斜度に限定せず、日照時間や社会的条件等を勘案すべきだと思いますがい

かがですか。 

さらに、この制度の実施にあたって新たな役割を担う集落にたいし積極的な対策を講ず

るべきと考えますがいかがですか。お答えください。 

最後に、農作物の有害鳥獣被害対策についてですが、今後、被害が終息する見通しどこ

ろか、年々拡大傾向にあり、農業振興の重点的課題になっています。市町村の対策事業を

被害の実態にふさわしいものに拡充できるよう、人件費など補助対象の拡大、補助率の大

幅引き上げが必要です。いかがですか、お答えください。 

【知事】農業問題についてでありますが、過剰米や米価の下落につきましては、ここ数年

来の豊作による米の収量増と消費減退などの需給関係の不均衡が主要な原因であると考え

ております。このため京都府におきましては、米から野菜花などに生産をシフトし、農家

所得を確保するとともに、作業受託委託による稲作のコスト低減にも力を入れているとこ

ろであります。またこれまでから国民の主食である米の政策につきましては国の責任にお

いて各種制度が充実されるように強く要望しているところであります。 

 中山間地等への直接支払制度につきましては、この８月に制度骨子が公表され、この中

で地方公共団体の財政負担につきましても適切な地方財政措置を講じる事とされておりま

すが、私といたしましてもすでにこれまでから、全国知事会等を通じて財源措置を強く要

望しているところであります。また、対象農地は国の示す基準に基づき市町村長が指定し、

知事がこれを認定する事となってなっておりますが、今後具体的な基準などが示されるも

のと考えております。なお、集落が地域の実態に合った活動を選択して実施する場合には、

この制度において支援する事となっております。 

 有害鳥獣対策におきましては、これまでから防除と駆除を対策の両輪として地元や市町

村の要望をお聞きしながら実施し、平成１０年度の防除施設設置事業は５年前に比べまし

て、補助金で１．９倍、事業量で１．７倍となっております。 

 

介護保険 

認定作業・基盤整備・保険料減免など、不安に応える対策は抜かりなく実施を 
【岩田】 

次に来年４月１日実施、今週末から要介護認定の申請受付がはじまる介護保険制度につ

いてうかがいます。 

この介護保険制度は、実施が近づくにつれ、多くの市町村、福祉関係者、府民が不安を

ふくらませています。ある市の担当職員は、「介護保険の説明会に行っても認定や保険料な
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ど一番大事なことが説明できない」「説明に行きたくなくなる」と語っておられました。 

そもそも介護保険に関わる問題は、政府が財政負担の軽減を最優先させる立場から福祉

的部分をなくし、十分な準備もしないまま保険化を強行して今までの公的負担を極端に減

らしておこっている問題です。だからこそ７月までで１２０５もの市区町村議会で制度改

善をもとめる意見書が国にあがっています。京都府下でも本議会が先の定例議会で全会派

一致の意見書を採択したのをはじめ、２７の市町村が意見書をあげています。こうした動

きにたいして国も対策を検討せざるをえない状況です。 

しかし、今大切なことは、国の対策待ちではなく、本府自身が、介護を必要とするすべ

ての方にサービスが提供できることを保障する姿勢を明確にすることだと考えます。その

角度からいくつかの点について質問します。 

 

第１に、１０月からはじまる認定審査にかかわってです。 

介護保険の要介護認定は、身体の条件について判定するだけであり、要介護者の経済条

件や住宅事情、家族構成をまったく考慮に入れていません。これがそもそもの致命的な欠

陥なのです。この欠陥を補うために、コンピューターによる一次判定はあくまで事務的な

準備作業として扱い、認定調査表の特記事項と主治医の意見書にもとづいた二次判定を中

心の認定審査を行うべきです。また認定審査会に訪問調査員を同席させることも原則とす

べきです。さらに、一つの認定を４～５分ですますのではなく十分な時間をかける、認定

調査表の特記事項と主治医の意見書が違った場合は再調査を行なうなど民主的で公正な認

定審査会の運営が重要です。いかがですか。 

 

第２に、基盤整備についてです。 

８月８日付け京都新聞の府内４４市町村へのアンケート調査によると「必用なサービス

量の確保について」、「十分できる」と答えたのが６自治体に対し、「確保できない」が１５

自治体、「まだわからない」が２３自治体となっています。 

また、京都府が８月２３日に発表した府内４４市町村が提供できる介護サービスの見込

み量では、来年４月の介護保険スタート時に、京都市自身の試算でも５７３人分の施設が

足りません。サービスの不均衡について京都府は「民間活力の導入」を強調しますが、採

算が取れない地域への民間業者の参入は難しいとの見られています。先の京都新聞アンケ

ートでも「民間事業者の参入について」は、「十分でない」と「ほとんどない」と回答した

自治体をあわせると３５自治体にものぼります。 

現在、介護保険のサービス目標となっている「老人保健福祉計画」の目標は、もともと

実態にあったものとはいえないばかりか、介護保険導入を想定せずにつくられた目標です。

在宅であれ、施設であれ、どこに住んでいようと希望するすべての人がサービスを受けら

れるよう、早急に計画を見直して目標を引きあげ、その計画達成の軌道にのせることが重

要だと思いますがいかがですか。 

京都府の「高齢者保健福祉計画」を見直し、現在の支援事業を一層充実させ、介護保険

の対象とならないお年寄りをふくめ、しっかり支える体制を確立すべきではありませんか。

いかがですか。 

 

第３に、保険料、利用料の減免制度についてです。 

６５歳以上の保険料は、住民税の納税額によって５段階に分けられています。しかし、

府下の６５才以上の保険料負担者のうち７６．３％が住民税を納められない低所得者です。

そういう高齢者からも保険料を徴収します。また、４０歳以上の国民健康保険加入者の保
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険料は、国保料に上乗せされ、一括して支払います。現在でも国保料が払えない人、なん

らかの減免を受けている人が京都で１５万世帯もあります。これで介護保険料が加算され

たら、医療にもかかれない、介護も受けられない世帯が激増することは必至です。利用料

の一律、１割負担も利用者に重くのしかかります。保険料、利用料の減免制度の必要性は

厚生省も必要と認めています。最近のわが党の厚生省交渉でも「重く認識している。平成

１２年度の概算要求にむけて検討もしている」と答えています。 

国に減免制度の確立と財政措置を求めるとともに、本府としても財政支援を行なって、

市町村と協力し、実効ある保険料、利用料の減免制度を確立する必要があると思いますが

いかがですか。お答えください。 

これが実現できないとなると、保険料はとるがサービスは保障されないということにな

ります。これでは保険制度の前提条件を欠くことになります。一定の介護サービスが提供

できる基盤ができ、低所得者が制度から排除されない措置がとられるなど、問題点の制度

的な改革･是正ができるまで保険料の徴収を延期し、その間は国と自治体の責任で介護サー

ビスの提供を行なうことを、国に求めるべきではありませんか。知事の考えをお聞かせく

ださい。                                                                                      

【知事】 介護保険でありますが、要介護認定は、介護認定審査会において、訪問調査に

基づく一時判定結果とかかりつけ医の意見書等をもとに全国一律の基準に従って専門的な

立場から公平公正に審査判定が行われることとなっております。審査会の運営にあたりま

しては、事前に資料を委員の方々に送付し、あらかじめ検討していただくなどの工夫をす

ることにより、事例に応じて充分な審査をしていただくことにいたしております。なお、

特記事項とかかりつけ医意見書の記載内容が異なる場合は、基本的調査事項の修正や再調

査と言う判定が行われるということも想定されているところでございまして、また審査判

定にあたって、必要と認められるときには、家族など関係者の意見を聞く事ができるとな

っております。京都府におきましては、独自の要介護認定事務処理マニュアルを策定する

など要介護認定が公正、公平なおかつ円滑に実施されるように万全をきしているところで

ございます。高齢者保健福祉計画についてでありますが、介護保険の導入に備え、京都府

におきましては、介護基盤の整備を積極的に進めてきたところでございまして、その結果、

目標の達成がほぼ見込める状況となっております。 

 また今年度中に高齢者福祉計画と一体的に策定することとしております介護保険事業支

援計画において、必要な介護需要に応えられるサービス見込み量を定めることといたして

おります。介護保険の給付対象にならない方々に対しましては，介護保険とは別に必要な

サービスが提供されるよう、これまでから国に要望しているところでございまして、今後

とも国の動向などを踏まえて対応してまいりたいと考えております。低所得者にたいする

配慮でありますが、従来から国に強く働き掛けてきているところでございまして、国にお

いて必要な検討がなされているとうかがっております。 

 なお、来年四月からの制度の導入を控え、京都府といたしましては、法に基づいた制度

の円滑な実施にむけて、全力をあげて適切に対応してまいりたいと考えております。低所

得者への配慮など全国共通の課題につきましては、従来から全国知事会等とも連携しなが

ら、国に要望するなど必要な取り組みを進めてきたところでございまして、引き続きそう

した立場で対応してまいりたいと考えております。 
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大型事業優先で破綻した財政のツケを、府民に押し付けず、大型公共事業の見

直し・凍結、中小企業対策の抜本強化、福祉重点の財政運営への転換を 
【岩田】   

 次に、財政運営にかかわっていくつかおたずねします。 

  「府民だより」９月号では、「財政が大変だ、非常事態だ。だから行革をするから府民は

がまんせよ」と言っています。これは府民サービス切り捨て宣言です。これは、大型事業

優先で破綻した財政を、府民の犠牲で乗り切ろうとするとんでもないものです。本府の財

政運営のあり方を変えれば、府民の立場からの財政立て直しは十分できます。 

   第１に公共事業のあり方にメスを入れることです。府民だよりでは、「借金が増えた」

としていますが、その理由は、府税収入が落ち込んだのに、大型事業中心の公共事業を増

やしたからです。収入が減れば支出も減らす、とりわけムダ浪費はやめるという当然のや

りかたに背を向け、大型公共事業をどんどん進めるというやり方をしてきたからです。し

かも、これで景気は回復せず、逆に落ち込みました。財政危機は、知事の行財政運営の破

綻を示すものです。 

  わが議員団は、舞鶴港の和田埠頭や城陽のスタジアムなど無駄な大型公共事業をやめる

べきと求めてきました。ところが知事は６月議会でも、「社会資本整備が遅れており、まだ

足りない」と拒否しました。遅れているのは生活関連の公共事業であり、大型事業ではあ

りません。最近運輸省は、舞鶴の和田ふ頭建設の見直しを決めましたが、本府の公共事業

評価委員会では必要で見直しをしないとしています。いかに本府の評価委員会がズサンな

ものかを示すものです。和田埠頭、城陽スタジアムや京都迎賓館、京都市内の高速道路は、

まともな見直しを行うか、中止の決断をすべきです。いかがですか。お答えください。 

   第２は、「税収の落ち込み」についてです。府税収入はピークの９１年度からみると、

いまでも年間４００億円程度落ち込んでいます。 府内事業所の９９％を占める中小企業が

元気になってこそ、税収も伸びます。それは、本府の法人事業税を見ても明らかです。９

１年度と９７年度を比較すると、大企業の法人事業税は２１％しか減っていないのに、中

小企業は５２％の減、半分以下に減っています。これは不況が京都の中小地場産業を直撃

していることを示しており、ここにこそ、本府の中小企業対策の力を入れることが求めら

れています。伝統地場産業振興の予算を減らしたり、大型店出店をすすめて中小小売商店

を苦境にたたせたり、府の仕事発注も大企業を増やしたりして中小企業を切り捨ててきま

した。そのため、全国に比べて、中小企業の赤字法人が多く、事業所の減少率も実質全国

最悪となったのです。 

  わが議員団は、伝統地場産業振興条例の制定、機械金属・下請業者への支援、大型店の

出店規制、中小企業への発注拡大など中小企業対策の抜本的強化を求めてきましたが、こ

うしてこそ中小企業が元気になり、その結果、税収も増えます。これまでの中小企業対策

を抜本的に改めるべきと考えますが、いかがですか。 

 

第３は、財政運営を福祉優先型に転換する問題です。 

  わが議員団は昨年の２月議会で、公共事業に金を使うよりも福祉・医療に金を使った方

が経済の波及効果が大きく、雇用拡大の効果も大きいことを本府の資料をもとに明らかに
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しました。マスコミにも国民の中にも「雇用を増やすためには、公共事業よりも福祉だ」

の世論が広がっています。府民の切実な福祉の要求に応えることが、経済にも雇用にも効

果があるのです。 

  ところが知事は、「財政危機」を口実、福祉など府民サービスを削る府政リストラをすす

めています。これでは府民生活はいっそう困難になり、財政もさらに悪くなるだけです。

知事はこのような府政リストラをやめ、現在の大型事業を中心とした公共事業優先を改め、

生活・福祉優先型に切り替えるべきです。いかがですか、お答えください。 

【知事】  財政問題についてでありますが、先ず大型公共事業を中止もしくは見直すべし

とのご意見でございますが、従来から何度も申し上げておりますように、京都府といたし

ましては、これまでから、安心安全で公平公正、そしてまた府域の均衡ある発展をはかる

という方針でいろいろ行政をしておりますが、かつての立ち遅れていた社会資本整備の水

準を取り戻すとともに、府域の活性化をはかるために、長期的な展望に立って、必要な事

業の推進をはかっているところでございまして、今後ともこの方向で努力していきたいと

思います。 

 社会資本の整備は、府民生活や府内産業の活性化に大いに効果があるだけではなく、喫

緊の課題である不況雇用対策としても重要なものでありまして、また、個々の事業につき

ましてもその内容を充分に精査し、府民要望の強い真に必要な事業の実施に勤めてきたと

ころであります。共産党さんが以前からいっておられますように、基金は積まずにバラマ

キ福祉に制度をどんどん作っていけと、こういうことをやっておりましたら今ごろ大赤字

になっている上に、また、いったん出発しました福祉制度というのは切り下げる事は大変

な事になりまして、これは近隣の府県で今大変な事になっているのを見れば、わかる通り

でございまして、私たちはそういう意味におきましても、公共事業は収入に応じて場合に

よっては収縮する事も可能ではございますが、福祉のみの制度を作りますとそれが非常に

困難になる、そういう財政構造を充分知っていただきたいというふうに思います。今後と

もきびしい財政環境が続く事が見込まれますが、有利な財源確保に努めるなど、将来の財

政運営にも充分考慮しながら社会資本の整備を着実に推進し、府民生活の安定向上および

府内産業の発展に努めてまいりたいと存じております。 

中小企業対策についてでありますが、京都府といたしましては、これまでから和装伝統

産業、機械金属、商店街などの振興対策や官公需の発注促進、また先ほどもお答えしまし

たように、緊急金融対策や雇用対策などを通じまして、府内企業の９９％以上を占める中

小企業の経営安定に全力で取り組んでいるところでございます。こうした中で、平成１１

年度の当初予算では、全体が前年度に比べて１．５％の伸びとなる中で、商工部関連予算

につきましてはその１０倍の前年度比１６％の大きな伸びを確保するなど、その充実強化

をはかってきたところでございまして、今後とも京都経済の活力の源であります中小企業

の振興に積極的に取り組んでまいる所存でございます。 

大型公共事業の中心の政策から府民生活、福祉優先の政策に府政を転換すべきとのご意

見についてでありますが、京都府といたしましては、これまでから府域の活性化および府

民生活の向上をはかるために必要な社会資本の整備を着実に推進するとともに府民の暮ら

しや健康を守る保健福祉対策、将来の京都府を担う人材を育てる教育、府内産業の活性化

にむけた中小企業対策といった施策につきましても府政の最重点課題として位置づけまし

て、積極的に取り組んできたところでございます。かつてないきびしい財政状況の中では

ありますが、今後とも２１世紀へ明るい展望を開くためにも、抜本的な行政改革に取り組

むとともに有利な財源を最大限取り込むなど財政負担にも充分留意しつつ、府民の皆様の

ご要望を的確に把握しながら府民生活の安定と向上にむけた各般の施策を積極的にとりく
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んでまいる所存でございます。 

【岩田再質問】 

私が質問していない事までおっしゃいましたので、あえて申し上げておきます。私ども

は、知事に対して「ため込む、ため込む」とおっしゃいますが、はじめから「ため込む」

と予算を組んでやっているんじゃない。実際は、福祉や教育の使うべき予算を削って余ら

してこれを積み立て、それから、予算を組むときには辛く見積もって、税収が増えてそれ

を積み込んだ。しかも、問題なのは、その削って貯めたお金を大型公共事業にまたつぎ込

んでるんです。その結果が、今日、起債も含めて府民に大きな借金となって戻ってきてい

るのだということを、申し上げておきたいと思います。 

 重要なのは、これまで京都府は大企業優先の行財政執行をやってきた、大型事業中心の

公共事業を続けてやってきた、このことが今日の事態を招いたのですから、知事はその責

任をしっかり自覚していただきたい。そして、収入が少ないときには支出を削る、当たり

前なこと、無駄、不要な大型事業は凍結をする、見直す、このことをしっかりやっていた

だきたい。そして、府民のくらしの向上と京都の企業の99％を占める京都経済の主力であ

ります中小企業を重点にした京都府政へ転換されることを強く求めて、私の指摘・要望と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

ダイオキシン汚染・住民の健康調査の実施と検査機器の設置はただちに 

実効あるゴミの減量化、リサイクル対策へ、市町村への支援強化を 
【岩田】  

次に府民の安全安心にとって、直面している大きな不安の一つ、ダイオキシン汚染対策

についておたずねします。 

  京田辺市の２つの産廃業者の焼却炉から高濃度のダイオキシンが排出され、付近の土壌

などを汚染していたことが判明、そして今月には、京都市の調査によって、京都市内でも

民間業者の焼却炉から高濃度のダイオキシンによる環境汚染が判明したように、これまで

の無差別になんでも燃やし、埋め続けてきた産廃やゴミの処理方式が、ダイオキシンの大

量発生と私たちの生活環境への汚染と蓄積が明らかになってきました。「いったい自分の

住んでいる町の清掃工場の周辺の土壌は大丈夫なんだろうか」「うちの近所の産廃業者の

焼却炉や「野焼き」でどの程度、汚染されているのだろうか？」と不安が現実のものとし

て、ますます高まってきているのです。知事は先頭に立って、この不安解消に努めるべき

時です。 

汚染対策の第１は、これまで繰り返し述べているように、府下の汚染実態を正確に把握

し、府民に公表することです。府下の自治体と協力して、それぞれの市や町の焼却施設と

その周辺の土壌・水質と近辺の田畑、焼却灰の処分場の調査。そして付近住民の健康調査

に踏み切るべき時です。いかがですか？また、こうした調査と対策を講ずるためにも、他

の自治体と同様、府の保健環境研究所にダイオキシン測定器を配置することです。立派な

研究所を持ちながら、府民から相談を持ちかけられても、「うちでは測定できません。お金

を出して、民間の分析所に頼んでいるんです」では、なさけない話です。即刻、測定器の

配置を検討していただきたい。いかがですか。 

汚染対策の第２は、ダイオキシンの発生を食い止めるための手だてを可能な限り講ずる

ことです。主に塩ビ製品を燃やすことによって発生することが分かっているのですから、

塩ビ製品などブラスチック類を分別し、燃やさないようにすることです。分別収集の促進・
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定着化のため、塩化ビニール製品の表示を行うことを義務づけることを国に求めるととも

に、本府としても、国の法律施行に併せ、ダイオキシン類の発生総量の規制を含むダイオ

キシン規制条例を制定し、真に実効性ある対策に踏み切るときだと考えます。如何ですか。 

３つ目の課題は、大幅なゴミの減量化と分別収集、再資源化を促進するため市町村を支

援する課題です。 

そのためには、本府がかかげている１０年先にゴミを１５％減らす目標に対応した、市

町村毎のゴミ削減目標を設定し、着実に再資源化率を高め、ゴミの焼却量を減らす課題に

取り組むことです。市町村毎の削減数値目標の設定に取り組むことについて、知事の考え

をお聞かせください。また、資源再利用に欠かせない施設であるリサイクルプラザを持た

ない、自治体に早急に建設支援策を行うべきと考えますが、併せてお答えください。 

この際、改めて指摘しておきますが、厚生省の指導で策定したゴミ焼却炉の大型化を前

提とした、ごみ処理の広域化計画は、ゴミの減量化に逆行するものであります。莫大な財

政負担を伴う焼却炉を大型化する体制作りを本府が市町村に押しつけることは改めるべき

であります。 

また、一般家庭から出るゴミについては削減目標を決めていますが、事業活動によって

出る産廃の削減目標は決めていません。検討を進め、早急に数値目標を掲げるべきであり

ます。答弁を求めます。 

【知事】 ダイオキシンの実態把握についてでありますが、京都府におきましては、事業

者の自社測定結果の把握に加え、それぞれの施設の排ガスや一般環境の大気、水質、土壌、

農地におきましても京都府においても広く調査を行ないまして、その結果を公表いたして

おります。なお今年、今年度も継続して実施する事といたしております。 

 また、周辺住民の健康調査につきましては、平成１０年度に環境庁が実施しました所沢

市および能勢町住民の血液などの調査において、焼却施設周辺住民とそれ以外の住民の間

で明確な差が出ていないとの報告が出ております。ダイオキシンの摂取は、その排出源か

らの吸収よりも他の食料経由からの吸収が８０％を占めているという事でございます。そ

ういうことで、現時点では必要性がないと考えております。こうしたことから、市町村焼

却施設周辺等の調査については、各市町村それぞれが判断される事と考えております。 

 保健環境研究所における測定機器整備については、何度も申し上げておりますように、

現在民間の検査機関を活用して適正に行う事ができていると考えております。ダイオキシ

ン規制条例につきましては，ダイオキシン類対策特別措置法により、知事の責務として環

境基準の達成が困難な地域を対象に総量規制基準を設定する旨の規定等がありまして、今

後大気等の環境基準の達成状況を注視してまいりたいと考えております。なお、塩化ビニ

ール製品の表示については、容器包装リサイクル法の円滑な実施に際しまして、国に対し、

表示の義務づけを要望しておりまして、早期に分別区分表示がされるようにつとめるとの

回答を得ているところであります。 

市町村でのゴミ削減目標についてでありますが、現在市町村においては減量化リサイク

ルを推進するため、御身分別方法のマニュアルであるゴミ分別大辞典の作成配布、リサイ

クル推進員の設置、環境にやさしい店登録制度などの特色ある取り組みがなされておりま

す。京都府といたしましては、こうした取り組みを推進する事によって数値目標の達成に

努めてまいりたいと存じております。 

 リサイクルプラザにつきましては、今後整備の推進が期待されますが、いずれにしま

しても設置自治体の分別収集体制の整備や住民の理解が重要であり、京都府といたしまし

ては、廃棄物減量化リサイクル計画や分別収集促進計画にもとづく啓発などに必要な支援

をおこなうことといたしております。産業廃棄物につきましては、多量に排出する企業に
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対し、減量化を含めた処理計画の策定指導などを行い減量化リサイクルの推進をはかって

いるところでございます。国における削減目標をふまえまして必要な対応をはかることと

いたしております。 

 

事故続発の原発の運転停止・調査とプルサーマル計画の中止を求めるべき 

府民の安全・安心守るため、府全域の原発防災計画策定など必要な体制整備を 

【岩田】 

次に、原子力発電所の放射能災害に対する府民の不安を取り除き、真に安全を確保する

知事の責任についておたずねします。７月１２日に、日本原電の敦賀２号炉で大量の放射

能をふくんだ一次冷却水が、格納容器内に１４時間もの長時間にわたって漏れ続けると言

う事故が発生しました。炉本体の冷却水が５１トンも流れ出す重大な事故で、このまま止

まらなければ、炉心溶融、核燃料が溶け出す危険に直結する、極めて重大な事故でありま

した。しかも、事故を起こしたのと同じ再生熱交換器は高浜原発の３・４号機でも使われ

ていたのです。資源エネルギー庁は、この高浜原発について、模型とコンピュータによる

解析で、敦賀と同様に、温度変化とバイパス流量が設計値を上まわっており、「設計ミス」

と断定しました。欠陥原子炉がまだ運転されているのです。定期検査待ちでなく直ちに運

転を停止して、必要な対策をとるよう、国と関西電力に強く求めるべきであります。 

さらに、こうした危険性をはらんでいる高浜３・４号機を使ってのプルトニウム燃料の

使用は、危険きわまりないものです。しかも今回、プルトニウム燃料の製造過程でのデー

ター改ざんが明らかになり、福井県知事は、ただちに抗議して中止を申し入れています。

知事あなたも、ただちに抗議し、プルサーマル運転の中止を求めるべきです。あわせてお

答えください。 

知事、あなたは、原発事故のたびに、「原子力行政は国において一元的に、安全第一に行

われている。私はとやかく言う立場にない」と、責任回避に終始されていますが、ここ数

年の高速増殖炉「もんじゅ」の事故や、美浜原発のギロチン破断事故、東海村の動燃事故

など、重大事故の全容が報道される中で、国民は国の原子力発電の安全管理の仕組みが、

設計、製造、建設の各段階の審査のズサンさ、運転中の検査・管理、そして、事故への対

策、真相隠蔽の体質など、そのすべてが当事者任せ、メーカーまかせで、まったく役に立

たないものであることを知らされました。 

そこで知事におたずねします。 

一旦重大事故が発生して、万が一放射能が漏れた場合、京都府民は重大な災害を被るこ

とになります。放射能被害はソ連のチェルノブイリ、アメリカのスリーマイル島の重大事

故のように、風下に数１０キロ以上にもおよびます。原発の災害に備えての関係自治体を、

半径１０キロ以内だけとしている現行の原発関連の法律や規則を改めて、少なくとも半径

５０キロ以内とするなどに改正する様、国に申し入れるべきと考えます。「安全」を府民に

保障する立場にある知事として、国や関電など原発の管理に当たる当事者に対して、キチ

ンと安全管理に対して物言う資格を持てるよう行動されることを求めます、いかがですか。

また、府としても原発事故に備えた府全域を対象とした原発防災計画の策定と防災訓練を

行うなど必要な体制の整備を行うべきと考えますがお答えください。 

【知事】 原子力発電の安全対策についてでありますが、関西電力高浜発電所３．４号機

に使用されております再生熱交換器は、事故のありました日本原電敦賀発電所２号機のも

のとは形状などにおいて異なり、事業者は模型による予備試験などによって敦賀発電所２
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号機と同じ現象は起きない旨述べているところでございますが、京都府といたしましては、

今後も国に対して安全対策の徹底を求めてまいりたいと考えております。 
 次に、プルサーマル計画についててでありますが、このたびのＭＯＸ燃料の製造時検査

データーの一部に疑義が生じていることにつきましては、原子力発電に対する国民、府民

の不信感を招くものであり、まことに遺憾であります。京都府はかねてから事業者に対し、

プルサーマルの実施にあたっては安全対策を徹底するように申し入れてきたところでござ

いますが、現在、国や事業者において鋭意調査が進められておりますので、その状況を見

守ってまいりたいと存じております。 
 なお、地元福井県知事のお話しの件につきましては、原子力発電所の立地県の知事とし

まして遺憾の意を表明し、関電に調査報告を求めた、とこういうふうに聞いておりまして、

おっしゃったような中止をさせるというそういう発言ではないと聞いております。 
 また京都府では専門的な見地から、国が示した指針に基づき、高浜発電所から１０キロ

圏を対象に原子力防災のための整備を図ってきておりまして、その指針に沿って今後とも

万全を期してまいりたいと考えております。 
 

警察官犯罪。全容の報告と再発防止対策を。 

閉鎖性の打破に、警察の情報公開は避けて通れない 
【岩田】 

次に警察官による犯罪について府警本部長におたずねします。 

この間、報道され続けた神奈川県警の一連の事件は、国民の警察への信頼を大きく裏切

るものです。犯罪を摘発し捜査にあたる警察官が、その立場と捜査上知り得た情報を悪用

すれば、一般市民では不可能などんな悪事でも可能です。これでは、安心して暮らすこと、

枕を高くして眠ることも出来ません。その上、憲法違反の電話の盗聴も警察官だったら自

由にやれるとなると、盗聴で知り得た個人の秘密で、脅迫され、どんな事を要求されるの

か。不安も現実のものになります。 

しかし、こうした事件が神奈川県警にとどまらず、千葉県警でも、そして京都府警でも、

まったく同質の現職警察官による職務上の立場を悪用しての犯罪が相次いで明らかになり

ました。五条署の警部補が捜査情報を、捜査先に事前に知らせ、多額のワイロを受け取っ

ていた犯罪。ピストルによる犯罪が増加して、大きな社会問題になっているときに、ピス

トルなど銃器取り締まりの中心にいた府警本部の警察官によるピストルと実弾の収集・保

管という銃刀法違反の犯罪。一方、これも社会問題になっている、麻薬・覚醒剤取り締ま

りに当たっている亀岡署の警察官が押収覚醒剤を着服し、自らが覚醒剤を長期にわたって

使用していた。しかも、この事件には、複数の七条署などの現職警察官がかかわっていた

と言うのですから、あいた口がふさがりません。さらに、九条署に保管していた覚せい剤

の行方が分からなくなり、その量も不明とはヒドイ話です。そのうえ、押収した大量の大

麻を報告すらせず、焼却したという信じられないことまで発覚しました。この際、一連の

事件の事実経過と全容を府民の前に明らかにすべきであります。いかがですか。さらに具

体的におたずねします。 

府警本部長に、今回の事件の事実経過と全容をおたずねします。真相を解明するうえで

本府の監察官室は、今回どのように機能したのかおたずねします。さらに、警察の閉鎖性

を打破するうえで、情報公開は避けて通れない問題です。公安委員会も情報公開の対象に

すべき時です。いかがですか、お答えください。また、こうした問題の発覚のたびに、本
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部長は、謝罪と教育の強化を言うばかりですが、どんな教育をやっているのですか。具体

的にお答えください。内々で済ませるのではなく警察官への教育のための「マニュアル・

教科書」をこの際、府民に公開していただきたい。いかがですか。 

【警察本部長】  先般、覚醒剤を不法に所持していた２名の警察官を懲戒免職処分の上、

逮捕するという不祥事犯が発生いたしました。昨年からの相次ぐ不祥事犯をうけて組織を

あげて再発防止に取り組んでいるさなかに、このような不祥事犯が発生しましたことはき

わめて遺憾であります。とくに今回の事犯は、覚醒剤の捜査に従事するものが覚醒剤を不

法に所持するという絶対あってはならない事犯であり、警察に対する府民の信頼を大きく

裏切ったことに対し、府民の皆さま、ならびに議員の皆さまに対しまして心から深くお詫

びを申しあげます。当府警察といたしましては今回の事態を重大危機と深刻に受け止め、

捜査の徹底を期し、真相を明らかにするとともに再発防止と府民の皆さまの信頼回復にむ

けて全力をあげて取り組む所存でありますので、なにとぞご理解を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 岩田議員の質問にお答えします。不祥事犯が発生した場合における当府警の基本方針は、

徹底した捜査により真相を明らかにして厳正な対応を行うということであります。監察官

室では、この基本方針に基づき今回の不祥事犯につきましても事犯認知後、迅速に所要の

調査を行い、犯罪の容疑が認められた時点で、捜査手続きを開始するため、事件を主管部

へ引き継ぎ、その後も事件主管部と連携しながら、懲戒処分の実施、報道発表等の対応を

おこなってきたところであります。 

次に事実経過と全容を明らかにすべきとのご質問ですが、今回の不祥事犯におきましては、

逮捕までの経過についてはすでに発表しております。その後の経過については、現在真相

解明にむけて、厳正な捜査を継続しておりますことから、現時点ではさしひかえたいと考

えておりますが、捜査が終結した時点で発表することとしておりますのでご理解をお願い

したいと思います。次に情報公開についての質問でございますが、従来から、警察といた

しましても情報公開の意義理念等につきましては、充分に理解し、提供できる情報につき

ましては積極的な提供に努めてきているところであります。しかしながら、警察の保有す

る情報は犯罪捜査に関するもの、個人のプライバシーに関わるものなどが含まれており、

また警察活動は常に全国的な斉一を確保しておこなわれる必要があります。このため国や

他府県警察の動向を見極めながら、適切に対処してまいりたいと考えております。 

 次に職員に対する職業倫理教養についてでありますが、具体的には、各職場や警察学校

において、警察職員としての有るべき姿仕事の進め方、身の処し方等について、意見発表、

小グループ討議、論文の発表などいろいろと工夫を凝らして効果的と思われる施策を積極

的に推進しております。今後更に工夫をこらしながら、職業倫理教養の徹底に努力してま

いりたいというふうに考えております。最後に警察官のためのマニュアルや教科書等の公

表についてでありますが、マニュアルや教科書はあくまで内部資料として作成されたもの

であり、また警察実務上の専門的な知識、技術、手続き等が一体となっておりますことか

ら、これらの資料を一般に公開することは必ずしも適当ではないと考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

憲法違反の戦争法の地ならし、舞鶴港クッシング入港 

府民の安全守る地方自治体の役割守り、「協力」の押し付けには拒否を 
【岩田】 
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  先の通常国会で、戦争法、いわゆるガイドライン法が、国民の多くの反対を押しきって

強行されました。これは、アメリカが起こす戦争に日本が自動的に参加することを決めた

ものです。成立したとは言え、これは憲法９条に違反するもので、私たちは日本の平和と

安全を守るために、この戦争法が廃止されるとともに、発動されることのよいよう、全力

をつくすものです。 

戦争法が成立した直後の８月２日から６日まで、アメリカの駆逐艦「クッシング」が舞

鶴港に、入港しました。目的は「休養と補給」としていますが、口実に過ぎません。周辺

事態法にもとづき政府が発表した自治体・民間協力の「解説書」によると、自治体管理の

空港・港湾も米軍が優先使用できることにしていますが、今回の入港は、まさに周辺事態

法発動の地ならしといえるものです。しかも核兵器積載可能艦の入港であり、非核の舞鶴

港を求める府民の願いに反するもので、二重の意味で危険であると言わざるをえません。 

米艦船の入港に際してこれまで東京港、横浜港では入港を拒否し、名古屋港沖合い停泊

のみ許可しています。ところが京都府は、入港を認めてしまいました。しかも、新聞報道

によると「クッシング」は、条例に決まっている「入港届」も出していないとのことです。

こんな無法は許されません、府民がおろそかにされているのです。 

  今回のクッシング入港に関して、舞鶴市長から議会あてに出された文書によります府の

港湾事務所は「公共バースの使用は不許可とした」「錨地は東港にと指示した」としていま

す。また、新聞報道によると、米軍は当初、西港に入港を求めてきましたが、府はこれを

断って東港に指定したと報道しています。知事はこれまで、米艦船の入港について、航路

や泊地は知事の権限が及ばない旨の発言を繰り返して責任逃れをしてきましたが、今回、

これがごまかしであったことを証明したものです。 

戦争法第９条は、周辺事態の際、国は自治体や民間に協力を求めることができるとしてい

ますが、自治体がこれを受け入れる義務を決めてはいません。ところが政府は、地方議会

や住民の反対は拒否する理由にならないなどと地方自治を否定する態度に出ています。そ

ればかりか、８月５日に開かれた、舞鶴も含む旧軍港をかかえる自治体協議会の研修会で

は、学校施設など公共施設の空き情報も要請するなど、自治体の日常活動にまで入り込ん

でいます。 

  米軍基地をかかえる１４の知事は、港湾への入港は管理する自治体の意向を尊重せよと

要求していますが、せめて知事もこれらの知事に見習って要求すべきと考えますが、いか

がですか、お答えください。 

【知事】 最後に米艦船の入港に関してでございますが、私はこれまでから、地域を代表

する知事として地域として容認できない場合は国へ強く折衝してまいると議会でも何度も

申し上げておりました。先の自衛艦の誤射事件に際しましても、防衛庁長官にいち早く抗

議したところでございます。そしてまた対応を求めたところでございます。議員からご紹

介のあった米軍基地に   する１４都道府県で構成する渉外知事会の要望事項は、基地に起

因する諸問題について政府へ要望が出されたと承知しておりますが、先の米駆逐艦クッシ

ングの入港は、舞鶴東港沖合いの錨地に停泊したものでありまして、港湾管理上特に支障

はなかったものと承知しております。 
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一般質問。日本共産党は、三双順子、 

こうさか愛子、太田かつすけの三府議が質問 
 

三双 順子（日本共産党 南区）１９９９、９、３０ 

 

 日本共産党の三双順子でございます。あらかじめ通告しております数点について、知事

並びに関係理事者におたずねいたします。 

 

府立朱雀高校通信制に学ぶ生徒の教育環境整備を急げ 
開校以来の生徒増   教室足りない、教科書足りない…吹き出す矛盾 

 まず、府立朱雀高校通信課程について質問いたします。 

京都府の通信制課程は、朱雀高校と西舞鶴高校の２校にあります。１９４８年に勤労青少

年の中等教育を保障する目的で出発しました。６８年から８４年の約２３年間は、生徒数

５００から６００人ぐらいで推移して来ましたが、本府の高校教育を「類型制度」に改編

した時期を境に、生徒が急増しはじめ、今春、過去最高の４５９人が入学、また転・編入

し、在籍生徒数は１５８８人と、高校２校分の規模にまで膨らむ事態となっています。 

 在籍生徒の中には、病弱のため療養をしながら学ぶ人、不本意な高校への入学、学業不振

だった人、不登校を経験し、全日制や定時制から転校してきた人など、入学や転・編入の

理由はさまざまです。しかし、これまで精神面で配慮が必要であった人や不登校だった人

も、通信制課程に学んだことで、先生の励ましや同じような境遇の仲間と出会い、「ここ

に居場所を見つけた」「何でも話せる友人ができた」など、自信を取り戻し、新しい歩み

を始めた人もたくさんおられます。人生、少々回り道のように思えても「たとえ卒業まで

時間がかかっても、自分は人の倍のペースで生きるんだ」と割り切ってがんばっている生

徒のみなさんに、私は心から声援を送りたいと思います。 

 申すまでもなく、通信制は、いつでも、どこでも、誰でも学べるという学校ですが、入

学生徒数に比べて、卒業生が１割強と少ないことにも見られるように、自学自習が基本で

あり。学習は自分とのたたかいと努力、まわりの励ましが欠かせないことは言うまでもあ

りません。自宅での学習を中心に、そのレポートの添削という形で指導が進められ、生徒

と先生の間を往復するレポートは全日制、定時制の授業に相当する学習の中心となるもの

です。その他，１カ月１０時間程度のスクーリングと試験があります。９７年度から単位

制が取り入れられ、８０単位を取得すれば３年でも卒業できることになっています。 

  そこで、もう少し朱雀高校通信制の現状について申し上げたいと思います。 
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  今年、春の生徒募集定員１６０人に対して４５９人が入学、または転・編入した内訳を

見ますと、中学校を卒業した生徒が２３５人、他の高校からの転校生が１３５人です。こ

れは８９年の転校生徒が６５人であったものが、１０年足らずで３倍に増えており、その

９割が府立高校からの転校生です。また、高校をいったん中途退学し、何年かたって通信

制へ入学してきた編入生が今年は８９人で、１０年前に比べても２倍に増えているのです。 

  このように開校以来、最も多い生徒を抱える学校で、いま、矛盾が噴出しています。 

 １つは、３０教室ありますが、定時制とも重なるため、通信のスクーリングがある日は

生徒があふれています。５月、６月には一講座の受講登録数が２００から３００人を超え、

到底一度に教室に入れないので、科目によっては義務出席授業数の３倍の授業数を用意し、

生徒が集中しないよう配慮がされたこともありました。 

  ２つには、書道の授業で生徒が教室からはみ出し、廊下に座り込んで書く生徒が出たり、

出席をあきらめた生徒もいました。また、現代文の授業でも生徒が入りきれず、隣りの教

室の椅子を持ち出してきたが、メモが取れなかったと言います。 

  それどころか教科書が足りず、６月ぐらいまで教科書がないと言う新入生が出ました。

また、講座は学習必携に基づき、生徒が自分で組み立てるのですが、４月までに学校が準

備した講座枠では応対できず、改訂版をつくったが、混乱して教室を間違える生徒が続々

出るという状況でした。 

  このまま推移すれば、来年度、生徒は２０００人を超えるのではないかと言われていま

す。朱雀高校通信制の規模は、適正な学校運営をおこなう上からも、すでに限界を超える

もので、早急な抜本改善が必要です。 

 

募集定員削減、定時制の募集停止など、生徒の学ぶ環境奪う府教委 
  なぜ、このよう異常な生徒増になっているのでしょうか。 

  その理由の１つに、府立高校全日制あるいは定時制の中途退学生徒が増えていますが、

通信制への転入なら「中途退学扱い」にならず、卒業できるからと、安易に送り込む「受

け皿」になっていること。 

  ２つ目は、本府が全日制の募集定員を減らしていること、さらには山城高校定時制、洛

北高校定時制の募集停止や市立堀川高校の廃校化の決定などのあおりを受けて、定時制志

願者が軒並みに募集人数を上回り、桃山高校定時制など１・４倍という高い倍率になって

います。このように志願者の多くが全日制からも、定時制からもはじき飛ばされているの

です。 

  ３つ目には、不登校を経験し、全日制への入学をあきらめた生徒も増えています。 

  このように通信制生徒の激増は、本来の高校のあり方そのものが問われているのではな

いでしょうか。こうした生徒が高校教育を受ける最後のよりどころとして、教育の機会を

求めて朱雀通信制課程に入学、転入、編入しているから、２０００人に近い生徒数になっ

ているのです。その通信制の教育条件が、先ほども述べたような、常識では考えられない

ほどひどい状況のまま放置されているのであります。 
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  そこで教育長におたずねいたします。 

  

府南部にもう一つ通信制課程の高校建設 
  朱雀高通信制在籍生徒数が限界を超える現状を改善し、早急に適正な規模にする必要が

あるのではないでしょうか。改善の方策をどのように考えておられるのか、お聞かせくだ

さい。 

  来春の入学志願者を受け入れるためには、朱雀高通信制とは別に、新たにもう１校、南

部に府立高校通信課程の設置が必要です。朱雀高通信制生徒の約３分の１が宇治市以南の

地域に在住している現状から、京都府南部地域の交通に便利な地域が望ましいと思います。

朱雀高通信制の施設の現状や、１人ひとりの生徒の顔が見える教育を保障する観点からも、

緊急の課題と存じます。いかがですか。お答えください。 

  【教育長】本年度は、在籍生徒のうち実際に受講登録をすませました約８５％の生徒１

３６２人が、主として自宅でレポート学習を進め、生徒が自分の都合にあわせてスクーリ

ングに登校しているところであります。 

  府教育委員会といたしましては、登録者数の多い８科目におきましては、講座数を増や

すなどの改善を図ったところであります。尚、年度当初に置きまして多人数となった場合

には、講座を分割したり、教室に椅子を入れるなどして対応したところであります。また、

本校以外にも従来から協力校として乙訓高校、西宇治高校でスクーリングをおこなってき

ましたが、さらに平成９年度から八幡高校も加えて対応しているところでありまして、こ

れらをより活用することにより対応してまいりたいと考えております。 

   

教員増、養護教員の複数配置など定数改善を 
  【三双】つぎに朱雀高通信制は不登校を経験した生徒、アトピーや喘息アレルギー、心

臓疾患、自律神経失調症等、疾病を持った生徒が１９９９年度は３００人を超え、しかも

激増しています。４年前に養護教員が初めて配置されましたが、どうしても複数配置が必

要です。増員を求めます。いかがですか、お答えください。 

  【教育長】養護教員の配置についてでありますが、いわゆる標準法上は、通信制には配

置はがないところを、生徒の実態を考慮をして、特に配置をしているところでありまして、

対応できているものと考えております。 

  【三双】次に、教員の定数についてであります。 

  朱雀高通信制は、１クラス当たりの生徒は平均５０から６０人の規模ですが、在籍した

ままで１年間音沙汰のない生徒や、途中で来れなくなった生徒がかなりいます。そうした

生徒こそ、学力や精神面でのフォローがもっと必要です。 

  教師はレポートの添削に追われてとてもそうした生徒に手がまわらず、家庭訪問もでき

ません。学年末に休学か退学か書類を郵送して確認するくらいになっているのがが実態で

す。 
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  通信制は、最初から「全員来ないもの」と見込んでいる府教委の姿勢はし問題です。困

難な状況のもとで学ぶ生徒を受け入れる学校は、それに対応できるきめこまかな指導体制

が用意されなければなりません。教員の増員が必要です。 

  また、現行の通信制標準法は３８年前に制定された基準で、当時は学習面の指導が中心

で、今日のように生徒の生活指導の必要性を頭に入れたものではありません。時代の変化

に見合った標準法の改定を国に要求するとともに、本府としても行き届いた通信制教育が

おこなわれるよう、１クラスの生徒を減らし、十分な教員の配置がされるべきではないで

しょうか。教育長の答弁を求めます。 

  【教育長】教員につきましても、学校の状況を考慮いたしまして必要な配置をしたとこ

ろであります。尚、学級編成や教職員は位置につきましては、現在、国の調査研究協力者

会議におきまして検討されておりますので、その結果を見極めてまいりたいと存じており

ます。今後とも校長と連携を図りながら通信制教育の充実に努めてまりたいと考えており

ます。 

 

教育の原点を示唆する通信制 
  朱雀高通信制課程で、４０年間、生徒とともに歩んでこられた、宮田テル先生の「回想 

 朱雀通信制の歩み」の中に、「通信制は一見ユニークな教育、特異な学校のように見えま

すが、そこには学校とは何か、教育とは何かを鋭く問いかける、いわば教育の原点と深く

関わるものがあるように思われます」と書いておられます。私も、さまざまな事情をもっ

て通信制に学ぶ生徒のようす、その１人ひとりの生徒の苦楽を分ち合い、努力されている

先生方のようすを知るにつけ、この宮田テル先生の指摘は胸を打つものがあります。 

 

【三双・再質問】協力校があり、南部に設置する必要はないかのようなご答弁でしたが、

協力校は補完的なものでありまして、そのことでこと足れりということにはなりません。

突如として、通信制に生徒が増えたのではなく、ずっと、これまで毎年増え続けてきたの

ですから、教育委員会として学校や生徒の意見もくみ上げてどうすれば現状が打開するこ

とができるのか、早急に「検討をする場」を作るべきではないかと考えます。改めて来年

春に間に合うように検討をぜひしていただきたいと思います。再度お答えください。    

※教育長の答弁なし 

 
再就職を希望する女性に人気 京都府女性就業サービスセンター 
講座数、定員、相談員、予算など増やし、充実せよ 

  次に、京都府女性就業サービスセンターについて質問いたします。 

  京都府女性就業サービスセンターは再就職を希望する女性に対し、①就業相談②情報提

供③必要な技術・技能を修得させる ことにより、就業機会の拡大と就業条件の向上を図る
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ことを目的に設置されたものでます。京都府女性就業サービスセンターの講座は、簿記パ

ソコン会計など、経理事務科、パソコン実践基礎ワード科、医療事務科、介護サービス科

など８科目２０コースとなっています。 

  これまでの受講者は、平成１０年度３８０人が修了し、平成１１年度４１５人が年度内

に講座修了することになっています。京都府女性就業サービスセンターをおたづねさせて

いただきましたが、講座を修了した多くの女性からの手紙がセンターに寄せられているこ

とをお聞きいたしました。 

  その一部を紹介しますと、「採用にあたり、パソコンロータス３級取得というのは、か

なり有利でした。ありがとうございました」（パソコン・ロータス科修了生）。 「講習会

で出会った人と励まし合ったり、情報の交換もできありがたいです。今の仕事をしっかり

やりとげたいです」（パソコンエクセル修了生）。また、「これからもどんどん良い講習

会を開いてください。思い切って受講して別の人生が開ける予感がいたします」（介護サ

ービス科修了生）ーなどの声が寄せられています。 

  これらの声は、技能を修得し、資格を生かして、働こうとする女性の積極的な姿勢がう

かがえますとともに、センターの再就職向けの各種講座に、府民の期待が大きいことを示

しているのではないでしょうか。 

  今日のように、新卒でも超氷河期といわれる就職戦線が厳しい時だけに、女性の社会的

経済的自立を支援するセンターの充実がいっそう求められているのではないでしょうか。 

  そこで知事にお伺いいたします。 

  先ず、講習コースと開催地を増やす問題です。講習科目の１コース２０人の定員と２５

人の定員となっていますが、平成１０年度は３８０人の定員に対し、申し込み数は１３８

１人で平均３・６倍でした。パソコン科では２０人の定員に対し２１０人も応募している

会場もあります。ちなみに本年度８月末現在、１２コースの定員２５５人に対し、申し込

み者は１５８８人、実に６・２倍となっています。また、平成１１年度８月末に締め切ら

れた介護サービス科木津教室は、２５人定員に対し、１９６人の申し込みとのことでした。 

  申し込み希望者がこれだけ増えているのですから、コースをぜひ増やすとともに、講座

開催地を府北部にも増やすべきではありませんか。以上の２点についてご所見をお聞かせ

ください。 

  【府民労働部長】  女性就業サービスセンターにおきます技能講習については、厳しい

雇用情勢の中で産業界等のニーズも踏まえ、また再就職を望む女性の希望ができるだけ叶

えられるよう適宜講習科目や開催場所の見直しをおこなってきております。一方、府立高

等技術専門校と雇用促進事業団におきましても相互に連携をして、離・転職者やパートタ

イムを希望する方々のための短期訓練等を拡充し、府内各地できめこまかく実施をしてい

る所であります。 

 

  【三双】つぎに、働く女性の相談コーナーの体制について伺います。 

  面接相談と専用電話によるホットラインに非常勤嘱託相談員の方２人が担当し、頑張っ

ていただいてますが、これら相談件数は、平成１０年１５７１件、平成１１年８月末には、

すでに前年比１・５倍と増え、平成２年度からみると４倍を超えています。相談員を増や
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し、体制補強をすべきではありませんか。お答えください。 

  【府民労働部長】労働相談につきましても、京都府中小企業労働相談所や労働基準監督

署などとの連携を図り、センター職員による応援など、事務処理方法の見直しも行いなが

ら、近年、増加している相談に対応しているところであります。 

  【三双】つぎに、本府が本年度打ち出した第二次行革大綱で見直すべき事業の中に、こ

の京都女性就業サービスセンターが挙げられています。また予算を見ると、平成７年度の

サービスセンターの労働相談員設置費が、２８０万円でしたが、平成１１年設置費２４０

万円に減らされています。本府は女性の地位向上、社会参加の促進を「あけぼのプラン」

で謳い、今年６月に成立した男女共同参画社会基本法でも、不充分さはありますが、女性

の社会参画と自立を積極的にすすめる責任が、国、地方自治体にあるとしています。 

  こういう時に、予算を減らしたり京都府女性就業サービスセンター事業を行革の見直し

の対象にすることは、本府の言ってきたことからも逆行するものではありませんか。この

１、２年で雇用情勢が特に悪化し、激変しています。事業の縮小につながる見直しは中止

すべきです。 

  知事は、府民向けパンフレットに「働きたい女性、働いている女性に 働くことについて

応援しています」と宣伝されています。京都府女性就業サービスセンターの予算を増やし、

職員の体制強化こそ、本府の役割ではないでしょうか。いかがですか。取り組みのご決意

をお聞かせください。 

  【府民労働部長】女性の経済的、社会的自立は男女共同参画社会を築いていく上でも重

要な課題でありますので、今後とも効果的な就業支援がおこなえるよう、そのあり方を検

討してまいりたいと考えております。 

 

京都市高速道路 環境破壊と府民に負担を強いる計画   即時中止を 
  最後に、京都高速道路について質問します。 

 ９７年１２月に地球温暖化防止世界会議が、この京都で開催されましたが、私は、その

年の６月議会で京都高速道路と環境問題にしぼって知事に質問いたしました。 

 その内容は、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素（ＣＯ２）を削減するためには都

市における「自動車交通優先のまちづくり」の転換が急務の課題であることを申し上げ、

京都の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の内に自動車の占める割合が２４％になっている上に、

京都市内の中心部に自動車流入をいっそう増やそうとしているのが京都高速道路計画であ

り、この計画は地球温暖化防止世界会議開催地としてＣＯ２排出削減に積極的な責任を負

うことに逆行するものだと厳しく指摘し、計画の中止を求めました。 

 この計画が都市計画審議会に図られる段階で、住民に対する形式だけの説明しか行われ

ませんでした。わずか２週間という短期間の縦覧期間に府民からの意見書が１７１０３人

から提出されましたが、その内、１４３２２人が反対の意見でありました。京都市内高速

道路は、このことは住民の求めている道路でないことを示しているのではないでしょうか。 

 また、地球温暖化防止世界会議に向けて、ドイツの（２８０万人登録）環境保護団体か



 26

ら、「直ちに京都高速道路計画を取りやめることは会議開催地の自治体として、歴史的遺

産を受諾した京都の責任である・・・」とした手紙が、知事、市長宛に送られてきました

が、黙殺して新十条通りから工事を強行してきました。 

 いま市民の多くの方は、「環境対策も示されていない」「市内の交通渋滞がいっそうひ

どくなる」「２０年も先の交通量予測の確実な根拠など存在しない」「財政難のこの時期

に着工が必要か」などの疑問とともに、「京都のまちの中にそもそも高速道路が必要か」

などの意見が続出しており、市民の理解が全く得られていないものであります。 

 ところが本府は、「京都高速道路整備促進京都市協議会」に加わり、京都市といっしょ

になって市内中心部に１日の流入車両が１０万台も増える環境破壊の事業をすすめている

のであります。 

 例えば、京都高速道路一号線はすでに山科側からトンネルを掘って、西側出口に位置す

る鳥羽街道団地を立ち退かせようとしていますが、区分所有法による権利者の４分の３の

同意とマンション管理組合規定の改定なしには用地買収は不可能でありまして、トンネル

を東から掘ってきても行き止まりであります。 

 京都市はこの市内高速道路新十条通りのアクセス道路を先行させようとしていますが、

本体工事は何ら見通しのないものであります。 さらに、この高速道路を促進しようとし

て、この６月、市が高速道路二号線なる伏見区深草から南区を経て油小路通り、伏見区向

島まで７･３キロを市道認定をしましたが、特に南区の区間は民家やマンション、事業所、

工場などの連たん地となっており、現に市民が生活し、操業を営んでいるのです。.その関

係者住民に何の説明もなく、民有地を”市道”と認定しました。「行政、議会と言えども

個人財産を勝手に市道認定するとは何事か、徳川時代の悪代官のやることではないか」と、

この７月、京都市に対し住民の方々や地元団体が抗議と撤回を申し入れられた所でありま

す。このような強引で問答無用な進め方は必ず住民との矛盾を広げるだけのものとならざ

るを得ません。 

  さて、京都高速道路をつくっても大阪圏域とつながるのかーということですが、京都市

道高速道路二号線、第二京阪道路について、大阪府域の完成は平成２１年とのことですが、

枚方市でも、交野市でも地元説明会もできない状況と聞き及んでおります。京都府以南に

接続できる見通しもたっていない状況です。 

 そこで知事に質問いたします。 

  京都市道高速道路二号線（油小路線）７・３キロの事業費は１６００億円で、９９年か

ら新設事業費の２５％相当額が国と地方の出資金となり、京都府負担は６・２５％とのこ

とであります。この先、社会経済の変動だと言われ、次つぎ出資率が上がり、さらに莫大

な財政負担を確実に強いられることになるではありませんか。阪神道路公団は９８年度だ

けでも５６億円の赤字を出し、すでに累計３兆１５００億円の借金を抱えており、その原

因は建設費の増大と料金収入の伸び悩みで、今年８月、総務庁の行政監査でも、採算性を

問題にしているのです。 

  この計画について、当初の住民説明会でも議会でも、「阪神道路公団の仕事だから府･

市などの負担は少なくてすむ」などと説明していましたが、早くもその思惑は破綻してい

るだけではありませんか。促進京都市協議会から撤退すべきであります。以上、ご見解を
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求めます。 

  この京都高速道路の建設に関わる阪神道路公団への出資率は当初４・９％だったのが、

１０年後の９５年度には７・３５％、９８年度では１３％、本年９９年度では２５％と６

倍も増えており、建設費も当初４０００円といわれていたのが、阪神大震災後、２倍以上

の８０００億円から１兆円になると言われています。 

 

財政難に拍車をかける不要不急の大型公共事業 
 知事は「財政が大変だ」「非常事態だ」と盛んにいわれますが、負担率をどんどん上げ

るよういわれても反対されないのですか。今後、５００億円以上の負担をしなければなら

ない市内高速道路建設のは中止を求められてはいかがですか。高速道路整備 地方自治体

の財政に破綻をもたらす不要不急の大型公共事業こそ見直す勇断が今ほど求められている

ときはないと存じます。以上、３点についてお答えください。 

  【知事】京都市では、本道路を慢性的な交通渋滞の、交通混雑の解消と、社会経済活動

の活性化をうながし、２１世紀に向けて京都の発展に極めて重要な都市基盤施設であると

位置づけておられます。 

 京都府といたしましても、本道路が京都第２外環状道路や第２京阪道路と一体となり、

京都市域と周辺地域の交通混雑を緩和するとともに、環境悪化の防止にも寄与するもので

あり、厳しい財政状況のもとではございますが、引き続き府・市協調を基本といたしまし

て京都高速道路の整備促進に努めてまいりたいと考えております。 

 

  【三双・再質問】高速道路の総事業費についてはいくらとというふうに、知事は聞いて

おられるのでしょうか。府の負担総額はいくらになるのか、明確にお答えいただきたいと

思います。高速道路問題につきまして、特に財政面から質問をいたしましたけれども、京

都市内の中心部に１日１０万台の流入車両を増やす計画となっているわけで、環境や健康

に大きな影響をもたらすことは、川崎や西淀川の公害裁判の判決でも、道路公団の責任が

厳しく問われ、自動車排ガスを断罪しました。それなのに高速道路が市内に５本も入るこ

とについて、環境保全に役立つと考えておられるのか、お聞きしたいと存じます。 

   【知事】事業の率は、先ほどおっしゃった率で出てくると思います。また、この高速道

路は大気汚染に悪影響を与えるだけというおっしゃり方でございますが、私は、この高速

道路を今回造ることによりまして、既存のほかの１号線その他の渋滞が分散されまして、

かえって流れもよくなる。また、渋滞によるいらないＣＯ２もでない。そいうことでかえ

って役に立つと言うふうに思っておりまして、これはまったく見解の相違だとというふう

に存じます。 
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上坂愛子（日本共産党、長岡京市、乙訓郡）１９９９、１０、１ 
 

指摘が現実になった、東海村核燃料加工工場臨界事故 
知事は、原因の徹底究明と原子力行政全面的見直しを求めよ 

日本共産党の上坂愛子です。三つの問題で質問します、知事並びに理事者のご答弁を、

よろしくおねがいします。 
まず最初に、昨日、茨城県東海村で発生した核燃料加工工場での臨界事故についてです。 
この事故で一般人も含み、現時点で４９人の方が被爆され、二人の労働者が重傷、３０

万人を越える方が、屋内避難をされる事態となっています。 
わが党はこれまでから、原発技術があらゆる分野でまだ未熟であると警鐘を発してきま

したが、残念ながら、これが的中すると言う事態となりました。原発銀座と言われる高浜

原発などと隣接する京都府の知事として、政府に対して改めて事故原因の徹底究明と原子

力行政の全面的な見直しを求められるべきですあります。改めて指摘しておきます。 
 

当座の修理での対応ではなく、 
向日が丘、与謝の海などの養護学校の建て替えただちに 

 
次に、養護学校についてです。 
さる６月２９日、午後１時ごろ、向日が丘養護学校中学部棟と保健室、寄宿舎、食堂、

厨房が突然停電をし、給食時間から下校時間にわたって、電気施設が使用不能となる事故

が発生しました。さらに全校の電話と放送設備が不通となりました。各教室では暗くて、

生活や学習ができず、寄宿舎や厨房ではその機能が止まり、学校では、児童・生徒を家庭

に帰す措置をとられました。ご承知のように、向日が丘養護学校は車イスや松葉づえを使

う子どもの人数が京都府下で最も多く、医療的なケアを必要とするほどの重い障害がある

児童・生徒が毎日通学しています。吸痰器を使っている児童･生徒、薬を冷蔵庫に常に保管

している児童・生徒がいます。すみやかな復旧ができないという事態は、子どもたちの命

にかかわる重大な問題です。養護学校という障害をもつ児童・生徒の通う学校が、これで

良いのでしようか。今日まで再三、わが党は養護学校の老朽校舎や危険校舎の改善、整備、

充実を求めてきましたが、教育委員会は当座しのぎの修理で済ましてきました。修理だけ

ではどうしようもない状況になっているのではないでしょうか。 
向日が丘養護学校は、１９６７年４月に、肢体不自由養護学校として開校され、３３年

目を迎えました。当時は、日本の障害児教育の先進として全国から多くの見学者が訪れま

した。児童・生徒の実態にあった教育内容、どんなに重い障害があっても教育と訓練によ

って克服できるという、向日が丘の教育実践は、京都の障害児教育にも大きな実積を作り

ました。１９７９年には、養護学校義務制とともに、知的障害の児童・生徒の受け入れと

なりました。しかし、生徒増に伴う学校の本格的な施設改善は行われませんでした。今、

学校の廊下や教室の床は、老朽化のため、床板がはがれている箇所があちこちにあり、車
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イスの生徒がころんで怪我をする事故もおきています。強い雨の日には、廊下や教室など

で雨漏りや雨が吹き込み、すべってたいへん危険な状態です。教室の照明は文部省が定め

ている環境基準に達していません。電気の容量が小さく、これ以上照明を増やすことがで

きないだけでなく、調理の器具など教育上必要な教具が使えないと聞いています。こうし

た問題が放置されているところで今回の事故が起こったのではありませんか。学校側もこ

うした危険なところについては適宜修理をし、ご苦労いただいていますが、老朽化がひど

く構造的に修理するだけではどうにもならない状態になっているのではありませんか。 
学校施設の老朽化はこれだけではありません。トイレの便器は新しくなりましたが、そ

もそも配管そのものが細く、腐食しているために、水が流れにくく衛生上も問題です。ト

イレは自立する上で、もっとも大切な訓練の基本ですが、一人で車イスを方向転換するこ

とができません。生徒の体位に合っていないことと、トイレのスペースが狭いことです。

こんな状態で障害児の教育の場、学校といえるでしょうか。 
プールにいたっては普通校と大違いです。更衣室がなく、トイレで着替えをしています。

プールサイドには、水道栓があるだけです。Ｏ－１５７や大腸菌を減菌しなければならな

い、現在の規則に適合していますか。自分の体温の調節ができない児童・生徒が使うプー

ルに、温水シャーワーもありません。これで十分だとお考えですか、プール指導は訓練に

は欠かすことのできない設備と考えますが、教育長のご見解をお聞かください。 
養護学校の児童・生徒は、体や知的な障害を持ちながらも、毎日一生懸命、学習に訓練

にがんばっています。また、卒業したあとの社会生活のための基礎的訓練も必要ですが、

向日が丘養護学校は、職業的学習室もありません。１９９６年１月に、文部大臣官房文教

施設部が養護学校施設整備指針を作りました。それによると、「児童・生徒等の学習及び

生活の場として、特に障害の児童・生徒等の特性に配慮しながら、その健康と安全を十分

に確保し、快適な空間にすると共に、児童・生徒等相互間、及び、教員等との交流の場、

憩いの場の設定や緑化をすすめ、自然環境の導入などを通じて、ゆとりある豊かな施設・

環境を確保すること」としています。さらに「重複障害児の教室は、障害の状態に適合す

る良好な環境を確保できる位置に、更衣室・便所・シャワー室等と一体的に、又は、隣接

して計画すること。また、大型の教材・教具・遊具等を用いた多用な活動に対応できるよ

う、十分な規模を確保すること」としています。この指針から見て、本府の養護学校はあ

まりにもおそまつではないでしようか。 
私は先日、三重県立北勢きらら学園を見学させていただきました。児童・生徒数は、小・

中・高あわせて７８人、スクールバス６台。校舎は県の木材がたっぷり使われ、校舎全体

が冷暖房完備になっています。室内温水プールは年間を通して教育活動や訓練に使用され、

地域にも開放されています。給食棟は円形で広々として、すばらしい環境です。向日が丘

の５倍以上の広さがあるのではないでしようか。そのほか、生活体験室、コンピユーター

室、木工、手芸などの学習室が設置されています 
同県では、養護学校の児童・生徒が増えたことと、せめて一時間以内で近くに養護学校

がほしいという、親の強い要望を受けて、県立養護学校整備調査委員会が設置され、県内

の養護学校設置計画を決め、二年に一校の割合で圏域毎の養護学校整備が進められて、こ

の北勢きらら学園も、その答申を受けて建設されたものと聞きました。 
今、京都府下の（小・中）学校の障害児学級に在籍する児童・生徒が増えています。「地

域の学校で」という保護者の願いがもありますが、障害児学校の整備が進まず、「養護学

校が遠くにあって、地域の学校になっていない」ことが、大きな原因のひとつではないで

しょうか。１６年間にわたって障害児学校の整備が放置され、新しい学校が建設されなか

ったために、障害の重度・重複化が進んでいても、養護学校のマンモス化が改善されない
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まま、子どもたちは長時間の通学を余儀なくされているのではありませんか。それを端的

に示しているのが「文部省の地方教育費調査」です。学校建設・施設整備の改善・老朽化

対策等の予算は、盲・聾・養護学校児童生徒一人当たりの支出は１０年間の平均で本府は

全国３９位です。近県の三重県・滋賀県から比較するとると、４分１一程度とあまりにも

お粗末で、ひどい状況といわなければなりません。向日が丘養護学校の児童・生徒の安全

を守ることは勿論のこと、学習権を保障する立場からも建て替えは、待ったなしです。 
また、教職員の健康破壊も進んでいます、今年の「頚肩腕腰痛検診」では、昨年より悪

くなった職員が増えています。頚肩腕症候群を公務災害と認定し、確定した小谷美世子さ

んの裁判の判決で明らかなように、養護学校は、労働省腰痛予防指針のいう「危険職場」

です、こうした環境を一日も放置することは許されません。施設の建て替えと合わせ、教

職員の抜本的増員が必要です。教育長の誠意あるご答弁をおねがいします。 
わが党は、本議会でもくり返し、舞鶴市と府南部への新たな養護学校の建設を求めてき

ました。教育長は、「児童･生徒の推移に基づき計画的に整備を進めている。」などの答弁

をくりかえしてこられました。教育長、体に重い障害を持つ子どもたちが、往復３時間の

通学を余儀なくされているのです。宇治から向日が丘養護学校へバス通学しているＡ君は、

学校に着いたときには唇が紫色になっていると聞きます。先生がマッサージをして体をや

わらかくほぐすと唇が赤味を差し、にっこり笑って教室に向かうのです。こんな状態をい

つまで続けるのか。人権問題ではないでしょうか。宇治市に養護学校があれば、バス通学

の時間がもっと短時間であればＡ君の生活も、Ａ君の発達ももっと広がるのではないでし

ょうか。また、与謝の海養護学校に舞鶴から通学する児童・生徒の中には、超重度の障害

で、首が座らず、体温調整も難しい子どもたちも長時間のバス通学を余儀なくされていま

す。 
重い障害があっても、その可能性を発見し、より豊かな発達を保障するのが、教育が本

来果すべき役割です。教育委員会は児童･生徒の減少という口実で、その役割を放棄してい

るのではありませんか。 
与謝の海養護学校についても開校から３０年がたち、暖房用のボイラーが老朽化して、

相次ぐ修理でその場はしのいでいるものの、室内がなかなか暖まらない、トイレも古く、

汚く、臭い状況です。その場しのぎの修理ではどうしようもないところに来ているのでは

ありませんか。また、教室が足りず、クラス編成の都合上、毎年特別教室を移動せざるを

得ないということです。 
教育行政の第一の仕事は、子どもの教育権を保障するための諸条件を整備・充実するこ

とです。向日が丘養護学校の建て替えと舞鶴、京都府南部への養護学校の建設について決

断するべきではありませんか。教育長の答弁を求めます。 
【教育長】 向日が丘養護学校では、児童生徒の生活学習環境を安全で快適なものとする

ため、冷房設備整備、トイレ、風呂の改修に努め、必要に応じ改修などの措置をしている。

 府立学校の施設の整備は、校長を通じ実情を把握し、順次計画的に進める。 
 教職員配置は、国の定める標準校をもとに、校長から実情を十分聞き、必要な職員数を

配置している。 
 養護学校職員対象とした頚肩腕腰痛検診や、予防体操の講習を行っているが、引き続き

健康管理に努める。 
 養護学校は、９８年１２月議会での養護学校の充実に関する請願の趣旨をふまえ、ノー

マライゼーション社会に配慮し、児童生徒数の推移を見極めながら、長期的視点で考える。 
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一日も早く高齢者福祉計画の見直しを行い、 
市町村と協力して安心できる介護保険の基盤整備を 

 
次に、介護保険について質問します 
知事は岩田議員の質問に対し、「目標の達成が、ほぼ見込める状況となってきた」と、答

えられました。また、別の議員の質問に、「施設サービスは、ほぼニーズが満たせる見通し」

とも答えられました。しかし、特別養護老人ホームの待機者は、現在でも三千人を超え、

また、在宅サービスの２０００年の介護保険スタート時の充足率は、ショートステイ７２．

６％、デイ・サービス８３．２％、グループホーム１２．５％、訪問リハビリテーション

７３．３％、そして訪問看護が８０．１％という状況で、しかも地域で格差が大きく開い

ています。京都府は９月に配布した「府民だより」で、「だれもが安心して、自分らしく老

後を暮らせるように、本人の希望を尊重したサービスが受けられる」と、制度を紹介いた

しました。本当にこれで安心できますか。 
本府は、「京都府介護保険事業支援計画」を策定し、「京都府高齢者福祉計画」を見直し

するとしていますが、厚生省の指導する数値目標は、たとえば特別養護老人ホームなどの、

施設サービス量の見込みを、６５歳以上人口の概ね３．４％としており、在宅サービスも，

必要量の六割程度しか見込んでいないのではありませんか。実態と合わず低すぎます。現

に、総務庁は９月２４日に、介護を必要とする高齢者対策に関する行政監察結果をまとめ

発表しました。総務庁長官は監査の結果、市町村が設定した特別擁護老人ホームの整備目

標が、実際の入所希望者数より少なすぎる等、実態に見合った介護施設整備が行われてい

ないことが明らかになったとして、需要に即した整備を厚生大臣に勧告をしています。地

域の実状に見合ったものとなるように見直すべきと考えますが、お答えください。 
このことは、市町村の担当者からは、「これからどうなるのか」、「混乱が起こるのでは」

と、心配の声が出ています。ある市では、「特養ホームを、あと一ヶ所建てたいが、圏域で

と言われたらどうなるのか」と、心配と悩みを聞かせていただきました。市町村の計画・

要望については、圏域調整を優先するのではなく、市町村の自主性、独立性を尊重し支援

すべきと考えます。一日も早く高齢者福祉計画の見直しを行い、市町村と協力して安心で

きる基盤整備を行うべきです。お答ください。 
知事は、「介護保険の給付対象にならない方々に対しては、介護保険とは別に必要なサ

ービスが提供されるよう、国に要望している、国の動向などを踏まえて対応していきたい。」

と、これまで同じ答弁をくり返えされました。今日から認定の受付が始まりました。一人

一人の顔が見えている市町村では、今の福祉サービスを後退させることは出来ないとしな

がら、単独事業では財政負担が大きとして苦慮されています。福祉の制度と言うのは、「切

り下げることが大変」として、「福祉の制度を作ると、非常に困難になる」と言う知事の姿

勢が、市町村の事業そのものを遅らせ、府民に不安を広げることになっているのではあり

ませんか。 
あわせて、６５歳未満の障害者の方の介護も深刻ですが、その対応もあきらかになって

いません。障害者の家庭は、年老いた親が子どもの介護をするという困難を抱えています。

介護保険料を払っても給付を受けることができません。 

９月２６日に開かれた京都府身体障害者福祉大会で、介護保険導入が、「真に心と心が
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通い合う暖かい制度の実現」と「障害者ニーズに見合った福祉サービスが十分提供される

よう強く要望する。」とした大会宣言が行われました。本府の障害者基本計画は、計画の

数値目標や年次計画が示されていないため、障害者の生活がどのように改善されるのか、

明らかになっていません。また、市町村への独自の財政支援や、本府が責任を持つべき事

業も明確になっていないもとで、府下市町村で基本計画を策定しているのは２２自治体で

す。策定を進めるためにも、また、計画策定を進めている自治体が事業を実施するために

も、思い切った本府の財政支援が必要です。この事を強く要望しておきます。 
【知事】 市町村と連携し、前倒し整備も含め基盤整備に積極的に取り組んできた。今年

度中に、市町村の実態調査結果を踏まえ、高齢者保健福祉計画と、介護保険事業支援計画

において、必要な介護事業に応えられるサービス見込み量を定める。 

 
長岡京市への府営住宅の建設について 

 
最後に、地元の問題で府営住宅について質問します 
長岡京市は、９月１３日締め切りで、２軒の市営住宅の空き家募集をおこないました。

３０倍を超える申し込みです。公営住宅の比率が府下で最も落ち込んでいるのが長岡京市

です。京都市をふくめ１２市の中で、ただ１市、府営住宅が一戸もありません。地元市議

会では党派を超えて府営住宅について質問がされています。議員の質問に市長は、「いつ

も府営住宅の建設について、議員各位からご質問をいただくたびに、本当に私自身肩身の

狭い思いをしています。府営住宅が皆無ということは大変寂しい限りであります。」とし

て、「京都府に要望しているところです。」と答えられています。長岡京市に笛愛住宅を

建設してほしいと言う府民の願いに、どのように取り組んでおられるのか、ご答弁願いま

す。以上で私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。 
【土木建築部長】広域的な住宅需要を視野に入れ、市町村と調整しながら取り組んでいる。

長岡京市では、用地選定で地元調整が整わなかったため実現しなかった。乙訓では、大山

崎、向日市で２５４戸の建設をした。 
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 ９月府会で行われた、他会派の質問と答弁について、大要をご紹介します。 

 

●代表質問 

 

大橋健（民主・府民連合、福知山市、天田郡、加佐郡）１９９９、９、２８ 

 英知を絞った予算と評価する。 

 景気は下げ止まりとなっているが厳しい状況は続く。本府の中期財政見通しによれば，

財政再建団体に転落する恐れもある厳しい財政状況だ。苦しさは国も市町村も同様だが、

国は赤字国債で補填し、市町村は比較的安定した固定資産税の財源があるが、府県は景気

動向が直接影響する法人関係税を自主財源にしており、特に厳しい状況と考える。かつて

なく厳しい状況下での今後の財政運営の基本方針についての知事の所見を問う。 

【知事】 府税収入の大幅な減収が続く中で、京都府財政は厳しい局面を迎えている。来

年度以降４００億円から６００億円の巨額の終始不足が見込まれ、危機的な状況。府民の

安全安心な暮らしに多大な影響となる財政再建団体への転落は何としても避けねばと決意

している。現下の厳しい財政状況を一刻も克服し、行財政基盤の安定を図ることが、知事

に加せられた緊急かつ最大の責任。そのためには躊躇せず、行財財政全般にわたる抜本的

な改革に取り組むことが必要。 

 不況、雇用対策や、小子高齢化社会への対応などの府民生活の安定向上に直結する緊急

の重要課題に配慮しながら、現存の事務事業の総点検を行いまして、簡素で効率的な行財

政システム確立へ全力を挙げて取り組む。 

雇用失業問題について 

【大橋】 雇用問題は緊急の重要課題。同時に小子高齢化の急速な進行で、条らいの労働

人口の大幅現象も予想され、中長期的な取り組みが急務。知事の全朝敵名対策、「行労使

対策会議」の設置などわが議員団は評価しているが、今回国の特別交付金を活用した補正

予算、基金条例が提案されており、期待する。雇用・失業問題への取り組みの基本方針及

び、実効ある具体的な雇用創出対策について知事の所見を問う。 

【知事】 当初予算でも２０００億円を越える不況雇用対策関連予算を計上し、府政の最

重点課題として取り組んでいる。当面の緊急対策としては、中高年の非自発的離職者、学

卒未就職者を重点に就職誌炎のための雇用情報提供、木目細かな職業相談、中小企業人材

確保推進員を活用した求人開拓、離職者向けＯＡ講座などに取り組んでいるが、緊急地域

雇用特別交付金を最大限に活用し、雇用就業機会の創出を推進したい。中長期的には、産

業構造雇用構造の変化に対応した対策が必要で、新規成長産業分野の振興や基礎産業の高

度化等による新たな雇用の創出や、労働力需給のミスマッチの解消を図るための、職業能

力開発、女性や高齢者の雇用促進のための仕事と家庭の両立支援や６５歳までの雇用確保

が重要。雇用失業情勢の動向や国の総合的な対策に呼応し、府として実施できる事業は積

極化間に実施する姿勢にたち、全力で取り組む。 

介護保険について 

 介護保険は、世紀の大改革であり、種々の克服すべき問題点があるが、「あら」をさが

し足を引っ張り反対することを主眼に置くのではなく、「長生きしてよかった」と実感で

きる制度にすべきと考える。次の諸点について伺う。 

・申請方法などが理解されていない。「要介護認定事務処理マニュアル」を、広報啓蒙活

動に活用すべき。 
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・介護支援専門員の量的確保と共に、資質向上のため、国の養成研修を修了した支援専門

員へ積極的に対応すべき 。 

・介護サービスの情報を府民は入手しにくいが、提供事業者の情報を積極的に公開を。 

・７月２３日発表の１６年度までの介護サービス提供見込み量は、地域間格差はあるが、

全体として不足する数字だ。その後状況も変化しており、現在の状況は。また、介護保険

制度成功のため、苦情処理体制など、今後どのように取り組むか。 

・保険料は最終的にどのようになるのか。見通しは。 

【知事】 府としては、今週から始まる要介護認定の円滑な実施について、介護認定審査

会の設置など万全の準備に努めているところであります。 

要介護認定事務マニュアルは、地方振興局や府税事務所に備え付けるなど、その活用にた

い。 

 介護支援専門員の資質の向上、最新の知識や技術習得のため、市町村や関係団体と連携

して継続的に研修を実施したい。 

 介護サービス提供事業者の情報公開については、市町村や各地域振興局にサービス事業

者台帳を備付けるなど、介護支援専門員をはじめ、府民の利便をはかるとともに、京都府

と京都スカイセンターのインターネットのホームページに掲載してたい。 

 介護サービスの見込み量は、平成１２年度の時点で、ホームヘルプサービスなどの在宅

サービスは、必要量のおおむね７～８割程度、施設サービスは、ほぼニーズが満たせると

の見通し。増加が見込まれる今後の介護事業については、市町村とも相談しながら、具体

的な基盤整備のための方策を検討したい。 

 また苦情につきましては、１０月初旬を目処に相談苦情対応マニュアルを策定中。マニ

ュアルも活用しながら、市町村等の窓口において適切な対応につとめる。 

交通網の整備について 

【大橋】 道路整備を知事は着実に前進させてきたが、京都縦貫自動車道の残区間の早期

完成と、府道「談、夜久野線ゆずり峠」など通行不能の解消、迂回路整備も重要。厳しい

財政だが、１２年度は４府総最終年度。重要かつ要望のある道路網整備を着実に進める知

事の所見を伺う。 

 ＪＲの奈良線、山陰本線二条～花園間など進行中の事業や計画中の各鉄道整備の進捗と

今後の見通しはどうか。鉄道は乗客の利用促進が大切。スピードアップなど利便性向上が

求められるが、山陰本線複線区間の延長の取り組みの状況と今後の見通しは。 

【知事】 道路は重要な社会基盤施設。骨格になる京都縦貫自動車道の整備はもちろん、

地域の連携強化に欠かせない道路や、渋滞解消など体系的整備に努めてきた。今後も厳し

い財政下だが、財源確保とコスト縮減に努め効率的効果的事業執行で、計画的かつ着実に

整備を進める。 

 鉄道整備だが、現在進行中の事業は、平成１３年春の完成めざしほぼ順調な進捗。片町

線高速化輸送力増強、京都市営地下鉄東西線延伸も本年１０月着工予定。山陰本線京都園

部間の複線化は、段階的整備が必須。沿線市町と連携はかり検討を進めているが、鉄道事

業者の投資採算性の確保と整備法策が大きな課題。今後ＪＲ西日本とも引き続き検討を進

め、強く要請を続け、早期実現をめざす。 

市町村合併について 

【大橋】 自治省は市町村合併の促進についての指針をさる８月通知し、都道府県に、来

年中に「市町村合併の推進についての要綱」の制定を要請している。現在の情勢をふまえ

た知事の所見を伺う。 

【知事】 地方分権が実行段階になり行財政基盤の充実強化は重要。その観点から合併は
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重要な課題と認識しているが、合併は、市町村が住民や地域に密着した基礎的公共団体で

あると言う基本的な性格を踏まえることが重要。地方自治の根幹に関わる問題であり、市

町村や住民の自主性、主体性を基本として議論が高まることが何よりも大切。 

 今、市町村は、介護保険の実施主体者として全エネルギーをそこに投入しており、そこ

に町村合併と平行していろいろ問題が出ますと、二兎を負うものは一兎も得ずとなり、両

方共に問題をおこししまう。私は先ず、介護保険を立派に円滑に実施し、その運営の中か

ら、サービスの違いなど身近な問題として住民の中にでてきて、住民から起こってきた合

併論が論じられてはじめて本当の合併ができる。 

 地方分権の受け皿として合併問題が出ているが、もともと地方分権と言うものは、各地

方自治体がそれぞれの特性や多様性を尊重して独自の自助自立やっていくという流れの中

での地方分権であり、それを画一化したり、護送船団形式でとにかく画一的に大きくして

しまえというのは、その流れから見るとどうかなと思う点もある。 

 その上、税、財政など大きな問題が未解決。また、府県と市町村の間の事務の配分問題

も未解決。その辺見据えて対応してほしいと言うのが本音・本意。全国町村会も２回反対

決議をしている。当事者の町村が納得していないのに、なぜ慌ててこれを進めるのか、全

国知事会でも自説を自治省に申している。 

 私は、理念的に反対しているわけではなく、手順、時期についてもう少し突っ込んだ議

論が必要と言っておるのであり、もし、今直ちに合併気運が醸成し、やりたいと言う市町

村が下にあればよろこんでお手伝いしたい。 

有害鳥獣対策について 

【大橋】 有害鳥獣被害は、福・天・加佐の各議会でもくりかえし取り上げている重大問

題。平成１０年度の農林業の被害額は７億９４００万円。農林業者の経済的、物資的だけ

でなく、生産意欲をも失わせる。早急な対策が必要。次の点を伺う。 

・有害獣の増加と被害拡大の原因を、どう観測し、把握、分析しているか。 

・防除対策について今後どう強化するか。 

・ 鳥獣捕獲許可権原画市長村に委譲されるが、ここの市町村では対応は困難。府の指導で

府内関係市町村、隣接府県との連携が必要。農林業の振興のため、関係府民の要望に応

え対策を積極的に。 

【知事】 増加の原因は、農地と山林の中間地帯である里山に人が入らなくなり、人間と

野生鳥獣を隔てる緩衝帯としての役割が低下したことや、近年大雪が少なく、冬期死亡率

が低下したこと。良好な栄養状態で、鹿の妊娠年齢が下がり繁殖力が高まっていることが

考えられる。 

 被害が拡大している地域を中心に、侵入防止効果を高める技術的アドバイスを強めるな

ど更なる対策の推進に努める。 

 市町村に権限の大半が委譲されることにより、地元の経験や知見が効果的駆除が行われ

ると期待している。広域的連携については、来年夏をメドに策定する特定鳥獣保護管理計

画の中で固体数管理の目標を定め、同時に駆除の取り組みを十分な連携の下で積極的に進

めて行きたい。 

舞鶴港和田ふ頭の整備について 

【大橋】 運輸省が、「和田ふ頭の整備規模を見直す決定」をしたとの報道があるが、事

実関係を明らかにし、今後の整備計画への取り組みへの所見を伺う。 

【知事】 舞鶴港は、環日本海時代における近畿地方の日本海側唯一の門戸港として、ま

た北部地域の開発の拠点として開発が期待されており、中でも、和田ふ頭は、14メートル

の大水深岸壁を有し、船舶の大型化、コンテナ化になくてはならない施設で、地元の期待
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に応えその整備に重点的に取り組んでいる。 

 運輸省の再評価の報道には大変驚いたが、運輸省から文書を頂き、「今後の社会経済情

勢などを見極め、段階的に整備を進めていくこととし、港湾計画の見直しや施設規模の縮

小と言ったことではないとの再評価結果の説明を、第三港湾建設局長自身がこられ、直接

説明を受けた。 

 府の公共事業再評価委員会においても同様の評価を頂いていたものであり、ずさんな再

評価と言ったものでは決してないものと考える。 

したがって、今後とも府北部地域の発展に大きく寄与する舞鶴港の整備に、地元市と協力

し全力で取り組む所存。 

結核について 

【大橋】平成９年の新規発生結核患者が３８年ぶりに増加に転じ、罹患率も４３年ぶりに

増加した。７月には厚生省が「結核非常事態宣言」を出し、早急な対策が必要。知事の所

見を伺う。 

・府内の結核患者、死亡者数は。 

・厚生省の宣言を受けた府の具体的対策は。 

・各種耐性菌感染症の発生状況と対策は 

本府の学校での集団感染とその対策について教育長に伺う。 

【知事】 府民への正しい知識の普及や医療関係者などへの注意喚起が極めて重要。 

府として、国の宣言を受け、医療福祉関係団体などに結核問題への再認識をされるうよう

周知をするとともに、結核予防週間において府独自に各保健所での健康相談、無料検診、

街頭啓発を実施したい策の一層の強化をはかっている。 

 京都市を除く、府内の平成１０年の新登録患者は、４３９人と２年連続増加、その内７

０歳以上が３６％。死亡者は２０人となっている。集団感染は、ここ５年で２件の発生が

ある。 

 薬剤耐性感染症発生状況は、届け出が必要なＭＲＳＡ感染症など４感染症は、８月まで

に３０件となっている。 

 国は平成９年に、薬剤耐性菌対策に関し院内感染防止などを柱とした報告書が取りまと

められ、その内容について、医療機関などへの周知徹底をはかった。 

【教育長】 府内の公立学校の結核集団感染は平成３年度以降ない。本年、６名の生徒が

予防的投薬を受け。油断できない。国の「宣言」を受け、府立学校長と市町村教育委員会

に直ちに厳重な注意喚起を行うと共に、学校における定期健康診断と事後措置の適切実施、

医療機関での早期受診指導など具体的対応策を示した。市町村教育委員会、医療機関と協

力し、学校における結核予防などの取り組みを一層進める。 

 

清水鴻一郎（自民･伏見区）99.9.28 
 
１、 行財政改革について 
 「行財政システム２１推進本部」を中心として、今日まで取り組まれてきた行財政改革

のとりくみの成果ならびに今後の課題について。【知事】 取り組みの端緒として、京都

府財政の中期的な見通しを試算し、明らかにした。この見通しの公表とあわせて、まず三

役が、給与等の削減を行なうこととし、６月府議会で承認していただいた。また、まず内

部管理経費の一層の削減に取り組んでいかなければならない。このため、今議会において

は、管理職手当て等の減額を行なうとともに、職員の年齢構成の是正や退職手当の平準化
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等をはかることにより、将来における人件費の増加を抑制するために、４０歳以上の職員

を対象とした定年前早期退職者の退職手当てについて、特例措置を講じることとし、必要

な条例案等提案している。今後とも、聖域なきさらなる削減策についても検討する必要が

ある。 
【清水】 日常的な節減努力として、今後どのような取り組みを予定しているのか。【知

事】 この１０月からは、庁内ＬＡＮを利用して、法令、条例等のデーターベース化をは

かることにより、経費の大幅な節減にあわせて、一層の事務の省力化に努めることとして

いる。 
【清水】 内部努力、特に組織･人員の適正化にむけた現在までの見直しの状況と今後の

取り組みの基本方針について。【知事】 平成７年の行政改革の取り組みによって、成果

をあげてきているところ。残された課題となっている、地方振興局などの再編については、

見直しの第一段階として、管理部門の統合による、より高次的な総合行政を推進するため

に、来年４月を目途に、振興局、保健所、土木事務所を統合し、総合振興局化をはかるこ

ととしている。さらに、所管エリアの広域化についても、見直しの次の大きな課題として

検討を進めていかなければならない。その他、農業改良普及センターや試験研究機関等に

ついても、第二次の新しい行政推進大綱に掲げた方向に沿って、統合･再編を着実に進めて

いきたい。定数の見直しについては、すでに平成７年度から10年度までの4年間で、740
人の削減実績をあげ、さらに大綱に掲げた 1300 人の削減についても、組織の再編や事務

事業の見直しなどを推進し、計画の前倒しも含め、積極的な定数削減に努めていく。 
【清水】 今後、事務事業の見直しを進めるにあたって、どのような基本的な考え方での

ぞむのか。所見と決意を伺いたい。【知事】 直接府民生活に影響がおよぶような施策に

ついては、府民の理解が得られるよう、最大限の努力を払うことは当然。そのためにも、

今後、府議会の意向や府民の意見を十分に踏まえて、時代にそぐわなくなった施策や事業

効果が薄れている施策などについて、積極的に廃止･見直しなどの措置を講じるとともに、

不況･雇用対策、高齢少子化対策をはじめとする緊急に取り組むべき課題や21世紀にふさ

わしい京都府づくりにつながる施策などについては、重点的に取り組み、時代の流れにそ

くした施策体系の構築を進めたい。 
 
２、 雇用対策について 
 京都府において、緊急雇用特別対策事業に対してどういった検討がなされ、どういう方

針で取り組もうとしておられるのか。また、この事業による雇用創出効果の見通しをどの

ように考えておられるのか。さらに、京都行労使雇用創出･対策会議においては、どのよう

な検討がなされてきたのか 
【知事】 事業の実施に当たっては、雇用創出効果の高い事業を優先するとともに、地域

の雇用失業情勢に適切に対応するために、京都府に配分された 42 億 2 千万円の交付金の

うち、約 30 億円を市町村の重点配分する。また西陣織や友禅など伝統産業が多い京都の

地域特性に的確に対応した事業を実施する。さらに京都行労使雇用創出･対策会議において、

労働団体や経済関係団体からのご意見、ご提案を踏まえながら、検討を進めてきたところ。

この中でＩＳＯの認証取得や新技術対応などの分野で人材不足に悩む中小企業において技
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術を有する離職者をアドバイザーとして活用することや．．．．の方々の職後能力開発などの

提案があり、実施にむけて検討を進めてきた。これらの事業による雇用効果としては、3
年間でのべ約39万人の雇用創出を目指していきたい。平成11年度の具体的な事業として

は市町村へ7億5千万円補助するとともに、京都府では伝統産業、道路･河川･森林等の環

境美化など2億5千万円の事業を実施する。今後とも経済、雇用の動向に十分目をくばり、

国の緊急雇用対策も活用しながら、全庁あげて、全力で雇用の安定創出に取り組んでいき

たい。 
 
３、 情報公開制度について 
 情報公開制度運用後 10 年余りを振り返り、今日までの取り組みやその成果を、どのよ

うに総括されているのか。【知事】 積極的な情報提供に努めるとともに、公開請求につ

いては社会情勢や司法判断に応じて、公開範囲を拡大してきた。条例の目的でもある府民

参加のひらかれた府政の推進がはかられてきたと考えている。 
【清水】 情報公開法の成立を契機に、本府情報公開条例に規定する対象文書を拡大すべ

きと考えるがいかがか。【知事】 情報化の進展に伴い、電磁的記録を対象文書に加える

など、条例の改正内容を鋭意検討しているところだが、今後予定されている関係政省令の

制定を待って、有識者の意見も聞いて的確に対応していきたい。 
【清水】 府内市町村の情報公開の現状について、府としてどのように考えておられるの

か。【知事】 情報公開制度の必要性を踏まえて、条例の制定など早期の対応を要請して

いき、引き続きその趣旨の徹底をはかっていきたい。 
【清水】 ２１世紀の地方分権時代における、本府情報公開制度の基本的な運営方針につ

いて、知事の所見を伺いたい。【知事】 府政にかせられた説明責任を果たせるよう、時

代にそくした各種の媒体を活用し、府民が必要とする情報をわかりやすい形で提供するこ

とが、より一層必要と考える。府政の透明性を高めながら、さらに府民にひらかれた府政

の推進に努めていきたい。 
 
４、 介護保険について 
 介護支援専門員資格取得後の研修については、医師会の協力を得て、地区医師会単位で

訪問調査員の実地研修を行なうべきと考えるがどうか。【知事】 研修の実施方法につい

ては、訪問調査員の資質を高めるために、実践的な研修が重要と認識しているので、今後、

市町村や関係団体のご意見も伺いながら検討していきたい。 
【清水】 介護保険の根幹にかかわる訪問調査を医療系と福祉系の2人の介護支援専門員

で実施させるよう、市町村を指導するとともに、財政支援すべきと考えるが知事の所見を

伺いたい。【知事】 訪問調査の実施にあたっては、京都府が策定した「要介護認定事務

処理マニュアル」において、申請者の心身の状況等に応じて、市町村の判断により、異な

る職種の調査員による調査ができる旨、定めている。なお、調査に要する費用につきまし

ては、国の助成対象とされることとなっている。 
【清水】 府内市町村には、居宅介護支援事業者のうち、申請代行のサービスをすでに提

供している事業者に対しては、訪問調査を依頼しないよう指導すべきと考えるが知事の見
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解を伺いたい。【知事】 訪問調査の委託事業者の選定については、市町村の判断により、

行われることとされているが、公平公正な要介護認定を実施する上で、訪問調査の中立性

を確保することは大変重要。調査に際し、介護サービスの勧誘などの不適性な行為が行な

われないよう、市町村を通じ、指導している。 
【清水】 京都においても、医療･保健･福祉分野の学識経験者による第三者評価機構を設

立し、中学校区に一つ程度の割合で、地域ケアネットワークを設置して、チエックしてい

くのが、現実的と考えるが知事の見解を伺いたい。 
現在行なっている「特別養護老人ホーム･老人保健施設サービス評価委員会」は、介護保

険導入後も継続されるのか。また、これまでの評価結果開示についていかがか。【知事】 

（これまでも）在宅サービスや特別養護老人ホームおよび老人保健施設にかかるサービス

の評価の事業を実施してきた。市町村や関係の施設に対し、評価結果を提供することによ

りサービスの質の向上に寄与していると考えている。国の動向を踏まえ、これまでの評価

事業のあり方を含め、必要な検討を進めていきたい。 
【清水】 家族が介護者としての条件を満たしていれば、家族が望むだけ十分介護できる

よう、家族介護時間の緩和を国に働きかけるべきと考えるがいかがか。また、現行の中で、

府内市町村長に家族介護を積極的に認めるよう、指導すべきと考えるが知事の見解を伺い

たい。【知事】 いろいろ指摘された問題点については、十分頭において対応していきた

いと思うが、京都としては家族介護への対応は、市町村の意見や介護保険の実施状況を見

ながら、国への要望など必要な対応をしていきたい。 
【清水】 早急に理学療法士ならびに作業療法士の人材確保について、抜本的な対策を求

めるが知事の見解を伺いたい。【知事】 府内の医療機関や市町村において必要な人材が

確保できるよう、就学資金の貸与を行なっている。国の動向を注視していきたい。 
いずれにしても、議員から提案されたことを十分に踏まえ、公平公正な介護保険制度の

運用がはかられるよう万全を期していきたい。 
【清水】 介護保険の恩恵を受けない高齢者に対する保健福祉政策が、後退することなく、

以前にも増して充実するよう京都府ならびに市町村各位に強く要望する 
 
５、少子化問題について 
 早急に、南山城･相楽医療圏における周産期母子医療体制の整備について抜本的な対策

を講ずるべきと考えるがいかがか、知事の考えを伺いたい 
【知事】 平成10年度の公立山城病院に引き続き、平成11年度には、南山城医療圏の宇

治市内の病院で計画されている周産期母子医療施設の整備に対し、助成を行なうこととし

ている。 
 
６、警察の綱紀粛正について 
 全警察職員の士気高揚に向けての努力について。また押収品の管理上の問題について警

察本部長の考えを伺いたい。 
【警察本部長】 幹部による的確な業務管理や職員個々の能力技術の向上にむけたより具

体的かつ効果的な実践的指導を強化して、職員の士気を高め、仕事で成果をあげるべく努
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力をしているところ。また、勤務関係の面においても、風通しの良い職場環境づくりのた

めに意見交換の場の拡大、提案制度の活性化、公平な実績評価、適時適切な表彰等の信賞

必罰の徹底に努めているところで、今後とも職員の士気高揚のために一層努力していく。 
次に、押収品の管理体制については、内部規定により厳格に規定されているが、今回の

不祥事案に関しては、一部のものに証拠品の保管管理に対する認識の甘さがあり、その取

り扱い等に適切を欠いていた点が認められるところから、現在、鋭意捜査を継続する中で、

真相の解明に努めている。いずれにしても、証拠品の保管管理については、内部規定を確

実に守らせることはもとより、厳しい認識を持って取り扱い等の適性を確保するように、

さらに指導を徹底するとともに、特に規制薬物、銃器等の禁制品の押収物については、警

察本部による直接的な点検指導を強化し、厳格な保管管理を徹底する方針なので、理解い

ただくようお願いしたい。 
 
７、府立医科大学伏見診療所の跡地利用について 
【清水】 京都市などから要請があった場合には、その趣旨を十分尊重され、府市協調で、

府立医科大学伏見診療所の跡地に、伏見区総合庁舎建設を実現していただくよう心から強

く要望する。 
 
細井拓一（新政会、宮津市・与謝郡）１９９９、９、２９ 
１  財政問題（①98年度決算の所見、②99年度府税収入見通し、③人件費削減・  
  第２次行革大綱の前倒し、④起債の有効活用、「公共事業イコール無駄」と言 
  わんばかりの共産党の主張はけしからん。公共事業はストックとして考えるべ 
  き。企業会計的分析の取り組み） 
【知事】 ①法人２税の 60 億円減収、義務的経費増などのなかで、必要な施策はした。

実質収支はかろうじて黒字だが、単年度収支は５億円の赤字となった。②法人２税の８月

末実績は前年度比24.4％減、府税全体も12.4％減で、今回50億円減額補正を提案、依然

としてきびしい。③平成 10 年のラスパイレス指数は 102.1、全国は 103.3、全国 42 から

44位。「革新府政」の52年は107.1、19位､人件費の構成比は51.3％、平成10年は34％、

まず内部経費削減、管理職手当カットを提案、今後さらに人件費削減をする。1300人削減

を決めた計画の前倒しも含めて取り組む。④有利な起債を活用し、社会資本整備をすすめ、

福祉・保健・教育施策もすすめる。⑤複式簿記によるバランスシートの研究をしてきた。

事務的試算はまとまった。自治省が検討しているのでそれもみながら検討する。共産党が

「借金ばかりして公共事業ばかりやっている」と宣伝しているのは、府民を惑わすものだ。 
２  介護保険（①介護サービス事業者指定、②介護支援専門員の確保、③保険対 
  象外者への救済措置、認定に対する不服への府の指導助言） 
【知事】 ①これまでに900を超える事業所を指定、大半は医療法人と社会福祉法人、Ｊ

Ａなどの民間は２割。②今年度中に 3600 人の養成ができ、必要な人数は確保できる見込

み。③配食や寝具乾燥サービスなどを国に働きかけてきた。市町村とともに必要な検討を

する。④相談対応マニュアルを作成中。 
３  農業問題（①新農業基本法の評価、②日本型食生活、③中山間地域直接支払 
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  制度の活用、④京のブランド野菜） 
【知事】 ①食料の安定供給などを柱とした 21 世紀を展望した新しい農政体系が示され

たものと評価している。②食糧自給率向上に貢献、健康、食文化などにも重要。③市町村

と連携して対応。特に集落の機能を維持活用する集落協定など地域ぐるみの活動を重視す

る。④京の伝統野菜の出荷額は 20 億円に達している。京都の農家収入の減が近畿のなか

で少ないのは府の取り組みの成果。今後施設園芸を中心に産地づくりをいっそうすすめた

い。 
４  教育問題（①中高一貫教育、②子供たちの介護体験・学習） 
【教育長】 ①今年度、舞鶴と乙訓地域のそれぞれ府立高校１校と中学２校の計６項が文

部省の研究指定を受け、中高の連携等の研究をすすめている。舞鶴地域では系統的な学習

指導のあり方、乙訓地域では合同行事や部活動、授業での交流の方法等の研究に取り組ん

でおり、その成果・課題は中高一貫教育研究会議に報告することとしている。導入は、幅

広い議論が必要。②多くの小中高校で特別活動等を利用してボランティア活動として福祉

施設などを訪問して高齢者や障害者への理解を深めている。特に福祉学科を設置している

西宇治高校、園部高校、久美浜高校では介護実習等をカリキュラムに位置づけている。久

美浜高校は総合学科設置時に介護福祉士国家試験の受験資格が得られるカリキュラムを準

備し、今年度ホームヘルパー２級課程の養成期間として府から認定された。 
５  道路問題（①道路特定財源の地方配分の制度改正、②京都縦貫自動車道宮津 
  綾部道路、③鳥取豊岡宮津道路、④養老伊根バイパス、⑤加悦、野田川から兵 
  庫県への府道の整備－要望） 
【知事】 ①地方の道路整備財源を充実すべきという意見は私も同感。いままでも要望し

てきたし、今後もする。②宮津綾部道路は約36％の進捗で、平成14年度内の完成をめざ

している。③宮津野田川間は用地取得に取り組み中、宮津北地区は約60％完了、残りの須

津地区は用地単価の提示を終え契約の準備に取り組んでいる。④府道久僧伊根線までの宮

津側2.3キロは来年中に供用がはかられるよう工事をすすめたい。 
６  医療不足地域の医療対策（①解消への具体策、②与謝の海病院の診療体制強 
  化・人工透析・待ち時間解消、③包括外部監査の活用、④遠隔医療システム－ 
  要望 
【知事】 ①自治医科大学での医師の養成やへき地中核病院への運営助成、療養型病床群

へのベッドの増床などの施設整備に対する財政支援をしており、ひきつづきこの支援をし

ていく。②診療時間帯の拡充の検討をしている。今年２月に透析装置の効率的運用をはか

り、近く、透析液の自動供給装置を近く配備する。今年６月に内科系診療目で予約診療を

本格実施、調剤手順の工夫などで待ち時間の短縮をはかっている。③府立の病院と財政問

題での監査をしているが、結果を病院経営や財政運営に生かしたい。 
７  織物振興 
【知事】 今年度当初で「丹後産地活性化基金」につづき、今回、西陣や京友禅などを対

象として活性化基金を提案している。新しいデザインによる商品開発や精錬課程で生じた

絹セリシンの活用研究などもしている。当面の緊急雇用対策もしたい。 
８  風力発電（①風況調査・事業化、②観光資源活用） 
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【知事】 ①昨年秋、伊根町太鼓山で風況調査を開始して以来、期待していた。今年８月

までのデータでは毎秒5.5メートルの風速を観測し、事業化の目安の５メートルを超えた。

事業計画の調査を今回提案している。よい結果が出れば来年度以降事業化したい。②でき

れば観光資源となるので、他の観光施設と有機的に結びつくことによって活性化に役立つ

と考えている。 
９  全国豊かな海づくり大会－要望 
 

近藤永太郎（自民・西京区）１９９９、９、２９ 

１）新しい総合計画づくりについて 

  ①新しい総合計画策定に当たっての基本的考えは②京都市の構想と齟齬をきたさないよ

う十分調整を（要望）。【知事】①４府総までの成果を踏まえ、いままで建設してきた社

会資本などを駆使して、生活福祉、産業の向上や地域の発展に活用させていき、京都府と

府民、市町村、国党がそれぞれの責任と分担をもとに共同連携して、個性豊かで魅力ある

京都府を築いていくための府政の基本指針となる新しい総合計画を策定していく。②計画

の策定にあたっては、審議会委員の世代、男女のバランスなどを配慮し、府民から直接意

見を聞くなど、府民参加の取り組みをおこなうとともに、地方分権など時代の変化や京都

市の計画との整合性を図るなど、府内市町村の意向など地域の実状を踏まえながらすすめ

たい。府域の南北縦貫軸等の基盤整備にも取り組むことを基本として総合開発審議会で審

議をお願いしている。本年末には中間案をまとめ、府民おご意見をいただたい上、地球時

代にふさわしい京都ビジョンを提示したい。 

２）不況対策と京都産業の活性化について 

 ①繊維産業について一層の振興を図ること②大型店進出で商店街を取り巻く環境は厳し

い。府内商店街の活性化に向けた取り組みは。【知事】財団法人京都和装産業振興財団に

西陣織、京友禅等産地活性化基金５０億円を創設、その運用益と補助金をあわせて毎年、

約１億円の助成をおこな胃、新商品の開発、観光などと連携した産地作り事業を支援して

いく。緊急雇用特別対策事業の一環として京都市と共同で職人さんに染め織り、工芸作品

を制作してもらい、働く機会を作りたい。進め方については業界の意見を聞きながら、京

都市と固めていく。②今年６月、府内で始めて薗部町に中心市街地活性化法に基づいて商

店街と公園や街路などを一体的に整備し、賑わいを取り戻すための基本計画が作成される

など気運が高まっている。西陣地域の５つの商店街が連携して取り組む高齢者など人にや

さしい「西陣あったか商店街づくり事業」がすすめられている。来年６月、従来の大店法

にかわって大規模小売店舗立地邦画施行されるが、京都府としては「まちづくり３法関連

事業」なども活用しながら、京都市、市町村と連携し、商店街の活性化に支援をする。 

３）少子化対策について 

 ①家庭づくりに支援を②本府における待機乳幼児の状況③少子化対策臨時交付金を活用

して、どのような少子化対策に取り組むのか。【知事】①市町村の実施している乳児保育

や延長保育などへの支援に努めてきた。府内の保育所待機率は平成１０年４月現在、全国

平均の２・３％に比べ、０・７％と低い水準。今後とも待機児童の解消に向けて、市町村

と連携し、いっそうの支援に努める。②福祉や教育、警察など関係する機関が協力し、子



 43

育てを支援する広報紙の発行、フオーラムの開催など総合的な広報啓発事業の予算を今議

会にお願いしている。市町村においては、保育所の増改築、乳幼児の保育環境の改善、子

育て支援計画の策定など実状に応じた事業が検討されている。 

４）教育問題について 

  親が子どもを育てることに幸福感を感じられるような家庭づくりの支援など（子育て、

教育論）。  

５）京都府立医科大学及び付属病院について 

 ①付属病院の高度な医療を提供する取り組み。特に診療科の再編成の取り組み内容は②

付属病院のどのゆな経営改善に取り組んでいるのか③府立医科大学の整備計画は。 

 【知事】①内科および外科の診療科の再編成を進めている。診療科名を臓器別、疾病別再

編することにより、患者さんにわかりやすくする表示するだけでなく、診療機能を専門別

に構成することによって、今日の高度化する医療に的確に対応して、効率的な医療サービ

スを提供する体制を整えようとするもの。９月より外科部門を再編成し、消化器外科など

５つの診療化の外来診療棟を開始。ひきつづき内科部門の再編成について12月開始に向け

て取り組みをすすめている。②空きベッドを最大限なくす病床利用の活性化による診療収

入の増加や、コスト削減をはかって繰り出し金の縮減に努めてきた。診療のみならず教育

や研究の場であることも考慮しながら、引き続きコスト削減を図るなど計画的効率的な運

営をはかり、経営改善に努める。付属病院も外来診療棟の整備については、医療の進展や

患者の利便性を確保する観点からも、将来の重要な課題と考えている。 

 

● 一般質問 

澤照美（公明、左京区）１９９９、９、３０ 

介護保険について 

１、介護認定審査会は、十分で適正な審査が可能か 

２、利用者への情報提供が必要だが、指定業者に対し情報開示内容の基準を示し、利用者

の選択を可能にするための取り組みはどうか 

３、苦情処理にあたる介護支援専門員はサービス事業者側に属するが、利用者の立場に立

った対応が保証されるべき 

４、介護の担い手の仲間造りへの取り組みは 

【保健福祉部長】 

１、公平、公正、円滑な運営は、制度の信頼性確保に極めて重要。審査会委員への研修実

施、要介護認定事務処理マニュアル策定などした。事前送付を委員に行うなどし、事例に

応じて、十分な審査をしていただく。 

２、国の基準に従い、事業者自身が適切な開示を行うよう指導する。利用者の利便をはか

るため、各種情報をインターネットホームページ等により提供する。 

３、苦情処理、専門員の適切な対処が重要。専門員要請研修で、苦情処理に際しての心構

えの徹底と、公正・中立の立場を順守するよう強く指導する。 

４、市町村実施の「介護者の集い」などに、従来から助成してきた。介護者支援の取り組

みは介護者の精神的負担を軽減するうえで重要、京都府高齢者支援計画に盛り込んでいく。 
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小子化対策について 

小子化対策臨時特別交付金に関する市町村の申請内容は 

有効活用を市町村に指導を（要望） 

特別交付金対象事業に、チャイルドシート貸与事業が認められるが、市町村が貸与事業に

取り組む様支援を 

チャイルドシートの正しい装着の啓発を徹底すべき（要望） 

【知事】 特別交付金対象事業効果的活動を助言してきた。約半数から申請が出され、保

育所の増改築、設備の充実、子育て支援計画の策定などの事業が検討されている。 

チャイルドシート普及事業が対象となることを市町村に周知した。シートの普及は、地域

の実情に応じた各種普及事業が検討されている。関係機関、団体と役割を分担し、連携し、

チャイルドシートの普及に務める。 

 

林田洋（自民、上京区）１９９９、９、３０ 
１  西陣対策（①産地全体の活力低下と職人の雇用確保が緊急課題となっている 
  西陣の和装振興対策、②西陣ＳＯＨＯプロジェクトの取り組み） 
［商工部長］①10月22日からの「西陣夢まつり」や、11月２日からの「西陣織東京店」

の開催などに積極的に支援している。地球温暖化防止京都会議を契機に、地球環境をテー

マにしたデザインを一般公募して開発されたネクタイが、この秋から新商品として百貨店

で販売されることとなるなど、時代に見合った取り組みもすすめられてきている。 
  さらに今後、西陣織・京友禅等産地活性化基金を活用し、観光とのタイアップや、新分

野進出などの取り組みに対し、支援したい。また、緊急雇用創出事業として、染織工芸作

品の製作をおこなうこととしており、十数工程にものぼる分業によってできあがる西陣織

の特色を踏まえつつ、すべての工程に携わる職人さんに技を発揮していただけるよう、産

地のみなさん方のご意見もよくお聞きしながら、京都市とも協調しながらすすめてまいり

たい。 
  ②西陣の伝統的な技術やデザイン、街屋・街並みなどを活用して、マルチメディアなど

の新しい産業を導入するため、情報発信や双方体験イベントの開催などの取り組みをすす

めてきた。その結果、先般、京都府も支援して、西陣の織物業者やボランティアグループ

などの協力により、空き街屋の貸し手とベンチャー企業や芸術家などの借り手を結びつけ

る「街屋クラブネットワーク」が発足したところで、これまでに８軒の街屋への入居があ

ったと伺っている。今後は、京都、大阪はもとより、ベンチャー企業などが多い東京にお

いて、誘致活動を展開するなど、地元と連携・協力しながら、西陣への新しい産業の導入

をはかり、和装・織物産業の活性化とあいまって、西陣産地の新たな発展につなげてまい

りたい。 
 
２  京都迎賓館（早期完成を望む。①進捗状況、事業計画、完成の見通し、②京 
  都の伝統技術・産品の活用、地元の活用） 
［知事］①議員各位、多くの府民の理解と支援により、着々と事業が進められており、実

施設計は今年度中に完成し、建設予定地の埋蔵文化財調査も計画どおり来年 12 月頃には
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ほぼ完了の見込みと聞いている。これを受けて来年度から、大径木の移植や建設予定地の

整地など工事の段階に入る計画である。引き続き平成13年度からは本体建設工事に入り、

早期完成がされるよう国に強く要望していく。 
  設計の基本的骨子については、施設の外観、内部とも、日本的空間を実感できるものと

することとなっており、辻塀と豊かな樹木、平屋での街屋  の外観は隣接する御所との調

和に配慮した格調あるもの。「御所にホテルを建てる」などという悪宣伝をする者は、市民

を惑わす、ためにする論であると思う。 
  ②また、中央に日本庭園を大きくとった施設配置は、美しい京都の自然や四季の変化を

建物に取り込もうとする日本建築の基本に沿ったものであり、各部屋の内装や調度には京

都に関係深いわが国伝統の技術、デザイン、素材などを極力採り入れることもされている。。

京都が誇る和の文化の活用と発進については、京都迎賓館がこれらを総合的に展開できる

場であることは、指摘のとおりで、迎賓館建設における和の表現のために、京都が保有す

る伝統の技術や産品が広く活用されるよう、これまでにも国に繰り返し要望してきた。 
  また、国公賓の接遇にとどまらず、一般の方々にも迎賓館において、京都文化の奥深い

魅力に触れていただけるよう、国にはこれまでも公開性を高めた運営をお願いしており、

地元としても、府の有する美術工芸品の展示をはじめ、自主的な事業を幅広く検討してい

きたい。 
 
３  障害児教育（盲・聾・養護学校高等部卒業生の進路状況、進路開拓） 
［教育長］平成10年度卒業生の進路状況は、専修学校等15％、就職33％、福祉的就労を

含む社会福祉施設等43％、その他在宅等が９％。企業への就職については、職業生活に必

要な能力育成や職安との連携での新たな就職開拓に努めている。その結果、福祉やサービ

ス業への就職が広がっている。また、コンピューター機器の活用など職業教育の充実や、

「ふれあい・心のステーション」などを通じて、企業関係者や府民の幅広い理解を得るな

かで適切な進路が実現できるよう引き続き努力する。 
 

武田祥夫（民主・府民連合、北区）１９９９、９、３０ 
１  財政再建と地方分権（①民間でできる事業の委託、事務事業評価システムに 
  よる効率化、②今後の収支不足の解消策、③職員定数削減） 
［知事］①徹底した内部改革を断行したうえで、府民の理解協力を得て事務事業の見直し

に取り組むことが必要。見直しにあたっては、民間と行政の役割分担に十分考慮しながら、

事務事業の客観的評価も踏まえ、時代の流れに即し、メリハリのきいた施策展開が可能と

なるようつとめる。②現下の厳しい財政状況は、不況や現行地方税財政制度の仕組みによ

るところが大きく、地方分権を裏付ける地方税財政基盤の充実・強化について、国に対し

てさらに要望していきたい。③徹底した点検見直しをすすめ、地方分権、少子高齢化に伴

う新たな行政需要、真に必要な行政サービスを必要とする分野に重点的に配分するなどに

よって、職員の意欲、組織の活力を引き出すことによって魅力ある府政にしたい。 
 
２  人権教育のための国連10年府行動計画（①人権教育・啓発の取り組み状況、 
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  ②学校等教育現場での取り組み） 
［府民労働部長］①これまで積極的にやってきた。人権強調月間での街頭啓発やヒューマ

ンシネマフェスタなどの開催、ラジオ・新聞などを活用した啓発をするとともに、人権問

題啓発補助事業等により市町村がおこなう事業を支援している。 
②学校では、身近に問題を通して考えるなど学習内容や指導方法の改善に努め、 
豊かな人権感覚と実践的態度を育むための教育がすすめられてきた。今年３月策定の府行

動計画でも、身近な問題から考える人権教育などの視点を大切にしながら、学校、企業、

地域社会などのあらゆる場を通じ、人権にかかわりの深い職業に従事する方々に対する人

権教育を積極的に推進することとしている。 
  今後とも国、市町村をはじめ関係団体と連携し、人権の世紀といわれる 21 世紀に向け

て、府民の日常生活に人権意識がしっかり根づき、人を大切にする社会を築くためいっそ

うの努力をする。 
 
３  介護保険制度における痴呆性老人対策（①来年４月での府内のグループホー 
  ムの必要量とサービス見込み量、②グループホーム設置促進の府内の市町村の 
  取り組み） 
［保健福祉部長］①必要量は、現在、市町村の実態調査結果を踏まえて策定中の介護保険

事業支援計画において、府域全域では、平成12年度では650人分、平成16年度で約700
人分となっている。提供可能なサービス見込み量は平成12年度で約80人分となっている

が、16 年度には約６倍の 450 人分が整備されることとなっている。②この制度は、介護

保険の導入に伴い、新たに制度化されたもので、その普及にはある程度の期間が必要であ

ると考えるが、府としては、市町村等と連携をはかりながら、特別養護老人ホーム等との

併設による整備を促進するとともに、既存の住宅を活用した整備も国庫補助の対象となる

よう引き続き要望していきたい。 
 

奥田敏晴（自民、城陽市）１９９９、１０、１ 
１  選挙問題（①府議選の投票率と選挙のあり方、②選挙への関心を高める教育） 
［知事］①最近の各種選挙での投票率の低下は、民主主義の根幹にかかわり、地方自治確

立のためにも見過ごすことはできない。政治に携わるものとして心してかかる必要がある。

府議会議員選挙の投票率は、投票時間延長や不在者投票の改善などで一定上昇したが、そ

れでも50％。地方分権で住民参加が重視された時代で、府民の府政への関心や参加意識が

いっそう高まるように、今後とも存在感のある府政にする努力を精一杯やりたい。府政の

新しい情報を積極的に提供して説明責任を果たしたい。②選挙や政治が自分の生活や人生

にどれだけ大きな影響力を持つものかということを、もっと自覚していかなくてはいけな

い。選挙管理委員会は行事や選挙時での啓発をしている。 
 
２  少子化問題（①取り組みの方針と状況、②府営住宅対策） 
［保健福祉部長］①「京都未来っ子 21 プラン」に基づき、市町村や関係機関と連携し、

各種の施策を積極的にしている。低年齢児保育、延長保育、地域子育て支援センターの増
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設、総合周産期母子医療センター等の整備、親子ふれあい推進事業などで、着実に成果を

納めてきた。しかし子育て不安が増大しているので、「子育て支援を考える懇話会」の助言

もいただき、施策のいっそうの充実につとめたい。 
［土木建築部長］②府住宅マスタープランにおいて、子供が健全に育つ住環境作りを重要

な方針の一つとしている。府営住宅では世帯構成も考えた適正規模な住宅の供給につとめ、

団地内の幼児遊園の設置などにつとめている。また、エレベーターや芝生の設置などもし

ている。平成 10 年からは子育て世帯が多く占める中堅所得者層に対し特定賃貸住宅の建

設につとめている。今後とも住環境の整備につとめる。 
 
３  地元問題（①城陽市の山砂利採取問題、②府道上狛城陽戦の建設、新山城大 
  橋付近での渋滞解消、③第２名神早期実現、奈良線複線化、金銀糸業活性化－ 
  要望） 

① 良質がゆえに全国の建設業者に重宝がられた山砂利も、資源的に枯渇状態に 
入っている。近畿砂利協同組合では新しい採取地を自然環境ゾーンに求めた。このゾーン

は原則として採取をしない区域として、昭和 58 年に府、城陽市、近畿砂利協同組合の３

者が、山砂利採取に関する全体整備計画として紳士協定を結んだのが一つの申し合わせと

されている。 
  しかし城陽市長は、その地が採取不能を理由に近畿砂利協同組合員以外の誰か、個人で

あろうと業者であろうと誰かに転売されれば、紳士協定の効力が通用しなくなるのを懸念

して、例外的に採取を認める判断をした。 
  これに対して付近の住民は、いままでのダンプ公害、と言っても今は随分改善されてい

るが、新しい地域での採取は環境を悪化させるものとして、市議会に反対請願を提出した。

市議会も、採取反対という決議をして、市長と対立している。 
  そこで伺うが、このゾーニングけっていについて、府がどのようにかかわってきたのか、

その経過と考え方について聞かせよ。また、本件についてどのように対応されようとして

いるのか、所見を聞かせよ。 
［企画環境部長］①京都府と城陽市は、東部丘陵地における自然環境の保全と修復、災害

防止をはかるため、学識経験者も入った「山砂利対策会議」での検討を経たうえで、昭和

57年に城陽市域における山砂利採取に係る全体整備計画を策定し、58年には府、城陽市、

近畿砂利協同組合の３者が、その計画の中に示されたゾーン設定に合意したもの。 
  今回の自然環境保全ゾーン内での、近畿砂利協同組合による山砂利採取については、城

陽市が例外として認める方向を示されたことに対して、現在、城陽市議会において論議さ

れているところであり、府としては、一義的に城陽市のまちづくりにかかわる問題である

と認識しており、市議会も含め地元城陽市の意向を見極めて対応していきたい。 
［土木建築部長］②国道 24 号の渋滞対策は京奈道路などの幹線道路の体系的整備、渋滞

の著しい交差点や橋梁等については関係機関と連携調整をはかり順次計画的に整備をすす

めている。上狛城陽線については地域の生活を支える幹線道路として、緊急を要するとこ

ろから順次整備に取り組んでいる。国道307号については、今後円滑な交通の確保につい

て調査検討したい。 
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  ＫＢＳ京都テレビ「政治を語る」 
９ 月 定 例 府 議 会 を 終 え て                  

太田かつすけ府議が出演 
       放  映 

１０月１０日（日） 午前１０時     

          １０月１１日（月） 午後３時（再放送） 

 

 

 

９９年９月版「京都府政資料・指標」の訂正 
① ９ページ下段「義務的経費の推移」の表・グラフに、１９９７年度の数字が欠落し

ていました。同年度を挿入した表・グラフは、次の通りです。 
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② ５０ページの「遅れる介護基盤整備」の表題と、合計が誤っていました。下に正誤表

を掲載します。 

 

         誤            正 

表題   「遅れる介護整備基盤」 → 「遅れる介護基盤整備」 

合計        ０      →   3987 


